
2018 年度（平成 30 年度） 

第 1 回細胞検査士会役員会 

議案書 
 

日時：第 59 回日本臨床細胞学会総会（春期大会） 

   平成 30 年 6 月 1 日（金曜日） 15：30～16：30 

 場所：ロイトン札幌 2 階 ハイネスホール 

 

Ⅰ．開会 p  1   

Ⅱ．会長あいさつ    

Ⅲ．議事録確認：平成 29 年度細胞検査士会第 2 回役員会議事録案                                 

Ⅳ．報告事項    

 1．物故会員    

 2．平成 29 年度第１回委員長会議    

 3．みなし決議「平成 30 年度事業計画及び予算書」    

 4．細胞検査士会創立 50 周年記念事業準備委員会事業報告    

 5．細胞検査士会創立 50 周年記念事実行委員会報告    

Ⅴ．議案      

 1 号議案：附則年号表記を西暦（年号）の併記とする    

 2 号議案：委員会に関する細則第 2 条（業務）の変更    

 3 号議案：2019-2020 年度役員選挙実施要綱（安達幹事案） p  2   

 4 号議案：2019-2020 年度役員選挙実施要綱（執行部案） p  7   

 5 号議案：平成 29 年度事業報告及びこれに伴う収支決算書 p 11   

Ⅵ．確認・検討事項 構成    

1．都道府県代表者メーリングリスト構成員について  p 27   

2．日本臨床細胞学会における細胞検査士正会員を増やす方策について    

3．Love49 事業の今後の対応    

Ⅶ．資料    

  【資料 1】確認：平成 28 年度細胞検査士会第 2 回役員会議事録案 ｐ28   

  【資料 2】報告：細胞検査士会平成 30 年度事業計画及びこれに伴う予算書 ｐ31   

  【資料 3】報告：細胞検査士会創立 50 周年記念誌（製本版）お申込みのご案内 ｐ37   

 【資料 4】確認：Love49 事業の今後の対応関係 ｐ39   

Ⅷ．閉会 
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Ⅰ．開会 

 

Ⅱ．会長あいさつ 

 

Ⅲ．平成28年度細胞検査士会第２回役員会議事録案の確認         【資料 1】 ｐ28 

 

Ⅳ．報告事項 

1．物故会員： 小松原 彰 様  CT2542 2017年11月 逝去 

2．平成29年度第１回委員長会議                                      

 1）「平成30年度事業計画及びこれに伴う予算書」を役員会みなし決議案とする． 

 2）規則類の附則変更を次回役員会議案とする．  

 3）2019-2020年度（平成 31-32 年度）細胞検査士会役員選挙実施要綱を次回役員会議案とす

る．（前回に準じた案の他，役員会メーリングリストでも募集する） 

3．みなし決議「平成30年度事業計画及びこれに伴う予算書」           【資料 2】 ｐ31 

 1）議案：「平成30年度事業計画及びこれに伴う予算書」 

 2）幹事：45名，監事：2名 3）議長：平田総務委員長 4）検討期間：2月15日(木)～28日(水) 

 5）採決期間：3月2日(金)～8日(木)12時まで 

 6）役員会決議があったとみなされた日：3月16日(金) 

  全てが採決期間内の表決ではなかったが，電磁的に幹事全員から賛成を得るとともに，監事から

の異議が無いことを確認し，役員会運営に関する細則第5条2より，役員会決議があったとみなさ

れた． 

4．細胞検査士会創立50周年記念事業準備委員会 平成29年度事業報告          【資料 3】 ｐ37 

 細胞検査士会創立 50 周年記念事業準備委員会は，臨時委員会としての設置期間が終了 

5．細胞検査士会創立50周年記念事業実行委員会 平成30年度事業計画  

 １）50周年記念誌の発刊と会計処理 

 ２）最終的な業務報告書の作成 

 3）細胞検査士会創立50周年記念誌（製本版）の申込み開始            【資料 4】 ｐ39 

  平成30年4月から，細胞検査士会ホームページの新着情報や日本臨床細胞学会の会員メーリング

リスト，都道府県代表者委員会の定期連絡などを利用して，50周年記念誌（製本版，有料）申込

みの案内を行った． 

 

Ⅴ．議案 

 

第 1 号議案：附則の年号表記を西暦（年号）併記とする．（総会運営に関する細則，役員選任に関す

る細則，役員会運営に関する細則，委員会に関する細則，委員長会議に関する運用細則，委員会業務

分担要綱，電子的通信手段の利用に関する細則，会計に関する細則，都道府県細胞検査士会との連携

に関する細則，慶弔に関する細則，議事録作成要綱）  規約委員会 

変更前 変更後 

平成●●年●●月●●日 20●●年（平成●●年）●●月●●日 
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第 2 号議案：委員会に関する細則第 2 条（業務）の変更  規約委員会 

変更前 変更後 

委員会は役員会の決定に基づき会務に必要な事項を

企画，立案，遂行し，各委員会業務の調整は総務委員

会が担当する． 

委員会は役員会の決定に基づき会務に必要な事項を

企画，立案，遂行し，各委員会業務の調整は委員長会

議及び総務委員会が担当する． 

 

 

第3号議案：細胞検査士会2019-2020年度役員選挙実施要綱案（安達幹事案） 

平成 29-30 年度役員選挙実施要綱 2019-2020 年度役員選挙実施要綱案 

細胞検査士会は役員選任に関する細則により，平成

29-30 年度役員選挙を次のように実施する． 

1．選挙の対象と実施期間 

【選出役員】 

この選挙により平成 29 年定時総会から 31 年定時総

会までを任期とする会長 1 名，副会長 2 名，幹事若干

名である． 

【選挙の概要】 

（1）選挙は，都道府県細胞検査士会代表者委員会を介

し，各都道府県細胞検査士会の協力を得て，平成 29-

30 年度役員選挙管理委員会（選挙管理委員会）が実施

する． 

（2）幹事，会長，副会長の選出の 3 回に分けて行う． 

【選挙日程】 

（1）選挙管理委員会を平成 28 年 8 月までに設置す

る． 

（2）選挙公示を平成 28 年 9 月までに行う． 

（3）   各都道府県細胞検査士会より選出された選挙人に

よる幹事の選出を平成 28 年 10 月に実施する． 

（4）新たに選出された幹事の中より選挙人による会

長および副会長の選出を平成 29 年 2 月までに実施す

る．ただし，事情により選挙管理委員会は実施期日を

変更することがある． 

細胞検査士会は役員選任に関する細則により 2019-

2020 年度役員選挙を次のように実施する． 

1．選挙の対象と実施期間 

【選出役員】 

2019 年定時総会から 2021 年定時総会までを任期

とする会長 1 名，副会長 2 名，幹事若干名． 

 

【選挙の概要】 

（1）都道府県細胞検査士会代表者委員会を介し，各

都道府県細胞検査士会の協力を得て，2019-2020

年度役員選挙管理委員会（選挙管理委員会）が実施す

る． 

（2）幹事の選出，会長および副会長の選出の 2 回に分

けて行う． 

【選挙日程】 

（1）選挙管理委員会を 2018 年 8 月までに設置する． 

（2）選挙公示を 2018 年 9 月までに行う． 

（3）   各都道府県細胞検査士会より選出された選挙人に

よる幹事の選出を 2018 年 10 月に実施する． 

（4）新たに選出された幹事の中より選挙人による会

長および副会長の選出を 2019 年 2 月までに実施す

る．ただし，事情により選挙管理委員会は実施期日を

変更することがある． 

2．選挙管理委員会と開票立会人 

【選挙管理委員会の設置】 

役員選任に関する細則第 8 条により，選挙管理委員会

を設置する． 

【選挙管理委員会の位置付け】 

選挙管理委員会は，委員会に関する細則に定める委員

会とは異なる委員会として位置付ける． 

 

2．選挙管理委員会と開票立会人 

【選挙管理委員会の設置】 

役員選任に関する細則第 8 条により，選挙管理委員会

を設置する． 

【選挙管理委員会の位置付け】 

選挙管理委員会は，委員会に関する細則に定める委員

会とは異なる独立した委員会として位置付ける． 

独立の定義 
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【選挙管理委員会の構成と任期】 

選挙管理委員会は，委員長 1 名，および若干名の委員

で構成し，平成 29 年定時総会までの任期で会長が委

嘱する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【選挙管理委員会の任務】 

選挙管理委員会は，次のことを行う． 

（1）各都道府県細胞検査士会における選挙人の割り当

て数の決定と選挙人名簿の作成． 

（2）被選挙人の募集・資格審査と被選挙人名簿の作成． 

（3）選挙日時・開票方法の細目の決定および公示． 

（4）開票立会人の指名． 

（5）投票用紙の配布・回収・保管および開票・集計作

業． 

（6）投票資格の確認および投票の有効・無効の審査． 

（7）選挙結果の発表と異議の確認． 

（8）その他，選挙の円滑な実施に必要な実務． 

【開票作業】 

選挙管理委員会は，開票立会人を指名し，必要に応じて

開票作業の補助員を置くことができる． 

【開票立会人】 

選挙管理委員会は，開票立会人を会員から公募するこ

とができる．開票立会人は，投票用紙の確認，開票作業

の公正な実施の確認，無効票の審査結果の承認，開票結

果の確認・承認を行い，監査報告書を作成する． 

選挙管理委員会は、他からの干渉を受けることなく、単

独にその権限を行使できる必要がある。そのため、現在

の委員会とは一線を画するため、現役員及び監事とは

職場を同一としない委員から構成されること。 

【選挙管理委員会の構成と任期】 

選挙管理委員会は、委員長 1 名および若干名の委員で

構成し、平成 31 年定時総会までの任期で会長が委嘱

する。 

選挙管理委員長は、細胞検査士会長が職責に対して適

任と考えられる正会員を 1 名指名し、任命した理由と

ともに役員会に報告する。 

選挙管理委員は、全国 6 ブロック（北海道・東北、関

東甲信越、中部、関西、中四国、九州・沖縄）から正

会員・準会員を問わず各１名を公募し、先着順により

選挙管理委員長が決定する。 

なお、選挙管理委員長および委員は 2017-2018 年

度の現職役員及び監事、または現職役員及び監事と職

場を同一としない者から構成される。 

【選挙管理委員会の任務】 

選挙管理委員会は，次のことを行う． 

（1）各都道府県細胞検査士会における選挙人の割り当

て数の決定と選挙人名簿の作成． 

（2）被選挙人の募集・資格審査と被選挙人名簿の作成． 

（3）選挙日時・開票方法の細目の決定および公示． 

（4）開票立会人の指名． 

（5）投票用紙の配布・回収・保管および開票・集計作

業． 

（6） 投票資格の確認および投票の有効・無効の審査． 

（7）選挙結果の発表と異議の確認． 

（8）その他，選挙の円滑な実施に必要な実務． 

【開票作業】 

選挙管理委員会は，開票立会人を指名し，必要に応じて

開票作業の補助員を置くことができる． 

【開票立会人】 

選挙管理委員会は，開票立会人を会員から公募するこ

とができる．開票立会人は，投票用紙の確認，開票作

業の公正な実施の確認，無効票の審査結果の承認，開

票結果の確認・承認を行い，監査報告書を作成する． 

3．幹事の選出方法 

【選出定数】 

被選挙人（候補者）の中より約 30 から 40 名を選出

3．幹事の選出方法 

【選出定数】 

被選挙人（候補者）の中より約 30 から 40 名を選出す
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幹事として選出する．（ただし，この中より 3 名は会

長，副会長となる） 

【選挙人資格】 

次のＡおよびＢを併せた約 250 名を選挙人（投票権

者）とする． 

（Ａ）各都道府県細胞検査士会基礎選挙権 

都道府県細胞検査士会代表者委員会より選挙管理委員

会に報告のあった平成 28 年 6 月 1 日時点の都道府県

細胞検査士会代表者を選挙人として登録する． 

（Ｂ）会員数比例選挙権 

各都道府県細胞検査士会代表者より申告された平成

28 年 6 月 1 日時点での会員数にもとづき，会員約 30

から 40 名に 1 人の割合で計約 200 名の選挙人を割

り当て，各都道府県細胞検査士会代表者に通知する（た

だし，会員数 70 名未満は一律 2 人とする）．都道府

県細胞検査士会代表者は，規定数の選挙人を選出し，選

挙管理委員会の指定する方法によって選挙人登録をす

ることができる． 

【被選挙人資格】 

被選挙人（候補者）は，選挙管理委員会の定める方法に

より各都道府県細胞検査士会より推薦を受けた者，ま

たは立候補を届け出た者のうち，選挙管理委員会で審

査し，次の要件をすべて満たす者とする． 

（1）当会会員であり，本法人正会員または選出後正会

員となる意思を有すること． 

（2）いずれかの都道府県細胞検査士会に所属し，かつ

会費滞納のないこと 

（3）役員を解任されるなどの懲戒処分を過去に受けた

ことがないこと． 

（4）役員選任に関する細則に反しないこと． 

（5）選挙管理委員会構成員ではないこと． 

【選挙期間】 

幹事の選挙期間は，平成 28 年 9 月から 10 月までの

間で，約 10 日間を投票期間として選挙管理委員会が

決定する． 

【選挙方法】 

選挙は，選挙管理委員会の指定する候補者 7 名連記式

の投票用紙による郵便投票で行う．投票用紙の送付先，

開票場所などの細目については選挙管理委員会が決定

する． 

【無効票】 

る．（ただし，この中より 3 名は会長，副会長となる） 

 

【選挙人資格】 

次のＡおよびＢを併せた約 250 名を選挙人（投票権

者）とする． 

（Ａ）各都道府県細胞検査士会基礎選挙権 

都道府県細胞検査士会代表者委員会より選挙管理委員

会に報告のあった 2018 年 6 月 1 日時点の都道府県

細胞検査士会代表者を選挙人として登録する． 

（Ｂ）会員数比例選挙権 

各都道府県細胞検査士会代表者より申告された 2018

年 6 月 1 日時点での会員数にもとづき，会員約 30 か

ら 40 名に 1 人の割合で計約 200 名の選挙人を割り

当て，各都道府県細胞検査士会代表者に通知する（ただ

し，会員数 70 名未満は一律 2 人とする）．都道府県

細胞検査士会代表者は，規定数の選挙人を選出し，選挙

管理委員会の指定する方法によって選挙人登録をする

ことができる． 

【被選挙人資格】 

被選挙人（候補者）は，選挙管理委員会の定める方法に

より各都道府県細胞検査士会より推薦を受けた者，ま

たは立候補を届け出た者のうち，選挙管理委員会で審

査し，次の要件をすべて満たす者とする． 

（1）当会会員であり，本法人正会員または選出後正会

員となる意思を有すること． 

（2）いずれかの都道府県細胞検査士会に所属し，かつ

会費滞納のないこと． 

（3）役員を解任されるなどの懲戒処分を過去に受けた

ことがないこと． 

（4）役員選任に関する細則に反しないこと． 

（5）選挙管理委員会構成員ではないこと． 

【選挙期間】 

幹事の選挙期間は，2018 年 9 月から 10 月までの間

で，約 10 日間を投票期間として選挙管理委員会が決

定する． 

【選挙方法】 

選挙は，選挙管理委員会の指定する候補者 7 名連記式

の投票用紙による郵便投票で行う．投票用紙の送付先，

開票場所などの細目については選挙管理委員会が決定

する． 

【無効票】 
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次に該当する投票は無効とする． 

（1）被選挙人以外の者の氏名を記載したもの． 

（2）記載された被選挙人名を判別または特定できない

もの． 

（3）その他，選挙管理委員会の指定する方法に従わな

いもの． 

【当選者】 

同数得票者を含め得票数の多い者から上位約 30 から

40 名を幹事当選者とする． 

【選挙結果の公示】 

当選者確定後，細胞検査士会ホームページ（以下，

「HP」）および細胞検査士会報にて幹事当選者の氏名

を選挙管理委員長名で公示する．また，平成 28 年秋

の役員会にて当選者の氏名を報告する．選挙結果に対

する異議の申し立ては，当選者の発表後約 5 日の間に

選挙管理委員長宛の文書で受付け，その対応は選挙管

理委員会で決定する． 

次に該当する投票は無効とする． 

（1）被選挙人以外の者の氏名を記載したもの． 

（2）記載された被選挙人名を判別または特定できない

もの． 

（3）その他，選挙管理委員会の指定する方法に従わな

いもの． 

【当選者】 

同数得票者を含め得票数の多い者から上位約 30 から

40 名を幹事当選者とする． 

【選挙結果の公示】 

当選者確定後，速やかに細胞検査士会ホームページ

（以下，HP）にて幹事当選者の氏名およびすべての

候補者の得票数を公平に選挙管理委員長名で発表する

とともに、細胞検査士会報にて公示する． 

また，2018 年秋の役員会にて当選者の氏名を報告す

る．選挙結果に対する異議の申し立ては，当選者の発

表後約 5 日の間に選挙管理委員長宛の文書（メール等

による）で受付け，その対応は選挙管理委員会で決定

する． 

4．会長および副会長の選出方法 

【選出定数】 

候補者の中より会長 1 名および副会長 2 名をそれぞれ

について選出する． 

【選挙人資格】 

選挙人は，先行する幹事選挙の選挙人および新たに選

出された幹事とする．ただし，重複は認めない． 

【被選挙人資格】 

被選挙人（候補者）は，新たに選出された幹事の中より

立候補した者または推薦された者とし，立候補の方法

は選挙管理委員会が決定する．ただし，会長と副会長の

両方の候補者となることはできない．また，それぞれの

立候補者数が定数を超えない場合は，新たに選出され

た幹事のすべてを候補者とする． 

【選挙期間】会長および副会長選挙は平成 29 年 2 月

までに行い，具体的な日時は選挙管理委員会が決定す

る． 

【選挙方法】 

会長および副会長選挙ともに，選挙管理委員会の指定

する投票用紙にそれぞれの定数名の候補者氏名を記載

し，同時に郵便投票で行う．その他の細目については選

挙管理委員会が決定する． 

4．会長および副会長の選出方法 

【選出定数】 

候補者の中より会長 1 名および副会長 2 名をそれぞれ

について選出する． 

【選挙人資格】 

選挙人は，先行する幹事選挙の選挙人および新たに選

出された幹事とする．ただし，重複は認めない． 

【被選挙人資格】 

被選挙人（候補者）は，新たに選出された幹事の中より

立候補した者または推薦された者とし，立候補の方法

は選挙管理委員会が決定する．ただし，会長と副会長の

両方の候補者となることはできない．また，それぞれの

立候補者数が定数を超えない場合は，新たに選出され

た幹事のすべてを候補者とする． 

【選挙期間】会長および副会長選挙は 2019 年 2 月ま

でに行い，具体的な日時は選挙管理委員会が決定する． 

 

【選挙方法】 

会長および副会長選挙ともに，選挙管理委員会の指定

する投票用紙にそれぞれの定数名の候補者氏名を記載

し，同時に郵便投票で行う．その他の細目については選

挙管理委員会が決定する． 
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【無効票】 

次に該当する投票は無効とする． 

（1）被選挙人以外の者の氏名を記載したもの． 

（2）記載された被選挙人名を判別または特定できない

もの． 

（3）その他，選挙管理委員会の指定する方法に従わな

いもの． 

【当選者】 

次の方法により当選者を決める． 

（1）会長選挙は，最高得票者 1 名を当選者とする．

（2）副会長選挙は，得票数の上位 2 名を当選者とす

る．同数得票により当選者を確定できなかった場合は，

これらの者を候補者として引き続き決戦投票を行い，

得票数の多い者をそれぞれの当選者とする．総投票数

が選挙人総数の 2/3 に満たない場合には，後日あらた

めて再選挙を実施する． 

【選挙結果の公示】 

当選者確定後，選挙管理委員長名で，当選者の氏名およ

び得票数を細胞検査士会 HP および細胞検査士会報に

て公示する．また，当選者には選挙管理委員長名で当選

証書を発行する．選挙結果に対する異議の申し立ては，

当選者の発表後約 5 日の間に選挙管理委員長宛の文書

で受付け，その対応は選挙管理委員会で決定する． 

【無効票】 

次に該当する投票は無効とする． 

（1）被選挙人以外の者の氏名を記載したもの． 

（2）記載された被選挙人名を判別または特定できない

もの． 

（3）その他，選挙管理委員会の指定する方法に従わな

いもの． 

【当選者】 

次の方法により当選者を決める． 

（1）会長選挙は，最高得票者 1 名を当選者とする．

（2）副会長選挙は，得票数の上位 2 名を当選者とす

る．同数得票により当選者を確定できなかった場合は，

これらの者を候補者として引き続き決戦投票を行い，

得票数の多い者をそれぞれの当選者とする．総投票数

が選挙人総数の 2/3 に満たない場合には，後日あらた

めて再選挙を実施する． 

【選挙結果の公示】 

当選者確定後，選挙管理委員長名で，当選者の氏名お

よび得票数を細胞検査士会 HP および細胞検査士会報

にて公示する．また，当選者には選挙管理委員長名で

当選証書を発行する．選挙結果に対する異議の申し立

ては，当選者の発表後約 5 日の間に選挙管理委員長宛

の文書で受付け，その対応は選挙管理委員会で決定す

る． 
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第 4 号議案：細胞検査士会 2019-2020 年度役員選挙実施要綱（執行部案） 総務委員会 

平成 29-30 年度役員選挙実施要綱 2019-2020 年度役員選挙実施要綱案 

細胞検査士会は役員選任に関する細則により，平成 29-

30 年度役員選挙を次のように実施する． 

1．選挙の対象と実施期間 

【選出役員】 

この選挙により平成 29 年定時総会から 31 年定時総会

までを任期とする会長 1 名，副会長 2 名，幹事若干名で

ある． 

【選挙の概要】 

（1）選挙は，都道府県細胞検査士会代表者委員会を介

し，各都道府県細胞検査士会の協力を得て，平成 29-30

年度役員選挙管理委員会（選挙管理委員会）が実施する． 

 

（2）幹事，会長，副会長の選出の 3 回に分けて行う． 

【選挙日程】 

（1）選挙管理委員会を平成 28 年 8 月までに設置する． 

（2）選挙公示を平成 28 年 9 月までに行う． 

（3）   各都道府県細胞検査士会より選出された選挙人に

よる幹事の選出を平成 28 年 10 月に実施する． 

（4）新たに選出された幹事の中より選挙人による会長

および副会長の選出を平成 29 年 2 月までに実施す

る．ただし，事情により選挙管理委員会は実施期日を変

更することがある． 

細胞検査士会は役員選任に関する細則により 2019-

2020 年度役員選挙を次のように実施する． 

1．選挙の対象と実施期間 

【選出役員】 

2019 年定時総会から 2021 年定時総会までを任期

とする会長 1 名，副会長 2 名，幹事若干名． 

 

【選挙の概要】 

（1）都道府県細胞検査士会代表者委員会を介し，各

都道府県細胞検査士会の協力を得て，2019-2020

年度役員選挙管理委員会（選挙管理委員会）が実施す

る． 

（2）幹事の選出，会長及び副会長の選出の 2 回に分け

て行う． 

【選挙日程】 

（1）選挙管理委員会を 2018 年 8 月までに設置する． 

（2）選挙公示を 2018 年 9 月までに行う． 

（3）   各都道府県細胞検査士会より選出された選挙人に

よる幹事の選出を 2018 年 10 月に実施する． 

（4）新たに選出された幹事の中より選挙人による会

長及び副会長の選出を 2019 年 2 月までに実施す

る．ただし，事情により選挙管理委員会は実施期日を

変更することがある． 

2．選挙管理委員会と開票立会人 

【選挙管理委員会の設置】 

役員選任に関する細則第 8 条により，選挙管理委員会を

設置する． 

【選挙管理委員会の位置付け】 

選挙管理委員会は，委員会に関する細則に定める委員会

とは異なる委員会として位置付ける． 

【選挙管理委員会の構成と任期】 

選挙管理委員会は，委員長 1 名，および若干名の委員で

構成し，平成 29 年定時総会までの任期で会長が委嘱す

る． 

【選挙管理委員会の任務】 

選挙管理委員会は，次のことを行う． 

（1）各都道府県細胞検査士会における選挙人の割り当

て数の決定と選挙人名簿の作成． 

（2）被選挙人の募集・資格審査と被選挙人名簿の作成． 

2．選挙管理委員会と開票立会人 

【選挙管理委員会の設置】 

役員選任に関する細則第 8 条により，選挙管理委員会

を設置する． 

【選挙管理委員会の位置付け】 

選挙管理委員会は，委員会に関する細則に定める委員

会とは異なる委員会として位置付ける． 

【選挙管理委員会の構成と任期】 

選挙管理委員会は，委員長 1 名，及び若干名の委員で

構成し，2019 年定時総会までの任期で会長が委嘱す

る． 

【選挙管理委員会の任務】 

選挙管理委員会は，次のことを行う． 

（1）各都道府県細胞検査士会における選挙人の割り当

て数の決定と選挙人名簿の作成． 

（2）被選挙人の募集・資格審査と被選挙人名簿の作成． 
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（3）選挙日時・開票方法の細目の決定および公示． 

（4）開票立会人の指名． 

（5）投票用紙の配布・回収・保管および開票・集計作業． 

（6）投票資格の確認および投票の有効・無効の審査． 

（7）選挙結果の発表と異議の確認． 

（8）その他，選挙の円滑な実施に必要な実務． 

【開票作業】 

選挙管理委員会は，開票立会人を指名し，必要に応じて

開票作業の補助員を置くことができる． 

【開票立会人】 

選挙管理委員会は，開票立会人を会員から公募すること

ができる．開票立会人は，投票用紙の確認，開票作業の

公正な実施の確認，無効票の審査結果の承認，開票結果

の確認・承認を行い，監査報告書を作成する． 

（3）選挙日時・開票方法の細目の決定及び公示． 

（4）開票立会人の指名． 

（5）投票用紙の配布・回収・保管及び開票・集計作業． 

（6） 投票資格の確認及び投票の有効・無効の審査． 

（7）選挙結果の発表と異議の確認． 

（8）その他，選挙の円滑な実施に必要な実務． 

【開票作業】 

選挙管理委員会は，開票立会人を指名し，必要に応じて

開票作業の補助員を置くことができる． 

【開票立会人】 

選挙管理委員会は，開票立会人を会員から公募するこ

とができる．開票立会人は，投票用紙の確認，開票作

業の公正な実施の確認，無効票の審査結果の承認，開

票結果の確認・承認を行い，監査報告書を作成する． 

3．幹事の選出方法 

【選出定数】 

被選挙人（候補者）の中より約 30 から 40 名を選出幹

事として選出する．（ただし，この中より 3 名は会長，

副会長となる） 

【選挙人資格】 

次のＡおよびＢを併せた約 250 名を選挙人（投票権者）

とする． 

（Ａ）各都道府県細胞検査士会基礎選挙権 

都道府県細胞検査士会代表者委員会より選挙管理委員会

に報告のあった平成 28 年 6 月 1 日時点の都道府県細

胞検査士会代表者を選挙人として登録する． 

（Ｂ）会員数比例選挙権 

各都道府県細胞検査士会代表者より申告された平成 28

年 6 月 1 日時点での会員数にもとづき，会員約 30 から

40 名に 1 人の割合で計約 200 名の選挙人を割り当て，

各都道府県細胞検査士会代表者に通知する（ただし，会

員数 70 名未満は一律 2 人とする）．都道府県細胞検査

士会代表者は，規定数の選挙人を選出し，選挙管理委員

会の指定する方法によって選挙人登録をすることができ

る． 

【被選挙人資格】 

被選挙人（候補者）は，選挙管理委員会の定める方法に

より各都道府県細胞検査士会より推薦を受けた者，また

は立候補を届け出た者のうち，選挙管理委員会で審査し，

次の要件をすべて満たす者とする． 

（1）当会会員であり，本法人正会員または選出後正会員

3．幹事の選出方法 

【選出定数】 

被選挙人（候補者）の中より約 30 から 40 名を選出す

る．（ただし，この中より 3 名は会長，副会長となる） 

 

【選挙人資格】 

次のＡ及びＢを併せた約 250 名を選挙人（投票権者）

とする． 

（Ａ）各都道府県細胞検査士会基礎選挙権 

都道府県細胞検査士会代表者委員会より選挙管理委員

会に報告のあった 2018 年 6 月 1 日時点の都道府県

細胞検査士会代表者を選挙人として登録する． 

（Ｂ）会員数比例選挙権 

各都道府県細胞検査士会代表者より申告された 2018

年 6 月 1 日時点での会員数にもとづき，会員約 30 か

ら 40 名に 1 人の割合で計約 200 名の選挙人を割り

当て，各都道府県細胞検査士会代表者に通知する（ただ

し，会員数 70 名未満は一律 2 人とする）．都道府県

細胞検査士会代表者は，規定数の選挙人を選出し，選挙

管理委員会の指定する方法によって選挙人登録をする

ことができる． 

【被選挙人資格】 

被選挙人（候補者）は，選挙管理委員会の定める方法に

より各都道府県細胞検査士会より推薦を受けた者，ま

たは立候補を届け出た者のうち，選挙管理委員会で審

査し，次の要件をすべて満たす者とする． 

（1）当会会員であり，本法人正会員または選出後正会
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となる意思を有すること． 

（2）いずれかの都道府県細胞検査士会に所属し，かつ会

費滞納のないこと 

（3）役員を解任されるなどの懲戒処分を過去に受けた

ことがないこと． 

（4）役員選任に関する細則に反しないこと． 

（5）選挙管理委員会構成員ではないこと． 

【選挙期間】 

幹事の選挙期間は，平成 28 年 9 月から 10 月までの間

で，約 10 日間を投票期間として選挙管理委員会が決定

する． 

【選挙方法】 

選挙は，選挙管理委員会の指定する候補者 7 名連記式の

投票用紙による郵便投票で行う．投票用紙の送付先，開

票場所などの細目については選挙管理委員会が決定す

る． 

【無効票】 

次に該当する投票は無効とする． 

（1）被選挙人以外の者の氏名を記載したもの． 

（2）記載された被選挙人名を判別または特定できない

もの． 

（3）その他，選挙管理委員会の指定する方法に従わない

もの． 

【当選者】 

同数得票者を含め得票数の多い者から上位約 30 から

40 名を幹事当選者とする． 

【選挙結果の公示】 

当選者確定後，細胞検査士会ホームページ（以下，「HP」）

および細胞検査士会報にて幹事当選者の氏名を選挙管

理委員長名で公示する．また，平成 28 年秋の役員会に

て当選者の氏名を報告する．選挙結果に対する異議の申

し立ては，当選者の発表後約 5 日の間に選挙管理委員長

宛の文書で受付け，その対応は選挙管理委員会で決定す

る． 

員となる意思を有すること． 

（2）いずれかの都道府県細胞検査士会に所属し，かつ

会費滞納のないこと． 

（3）役員を解任されるなどの懲戒処分を過去に受けた

ことがないこと． 

（4）役員選任に関する細則に反しないこと． 

（5）選挙管理委員会構成員ではないこと． 

【選挙期間】 

幹事の選挙期間は，2018 年 9 月から 10 月までの間

で，約 10 日間を投票期間として選挙管理委員会が決

定する． 

【選挙方法】 

選挙は，選挙管理委員会の指定する候補者 7 名連記式

の投票用紙による郵便投票で行う．投票用紙の送付先，

開票場所などの細目については選挙管理委員会が決定

する． 

【無効票】 

次に該当する投票は無効とする． 

（1）被選挙人以外の者の氏名を記載したもの． 

（2）記載された被選挙人名を判別または特定できない

もの． 

（3）その他，選挙管理委員会の指定する方法に従わな

いもの． 

【当選者】 

同数得票者を含め得票数の多い者から上位約 30 から

40 名を幹事当選者とする． 

【選挙結果の公示】 

当選者確定後，細胞検査士会ホームページ（以下，

HP）及び細胞検査士会報にて幹事当選者の氏名と得

票数を選挙管理委員長名で公示する．また，2018 年

秋の役員会にて当選者の氏名を報告する．選挙結果に

対する異議の申し立ては，当選者の発表後約 5 日の間

に選挙管理委員長宛の文書で受付け，その対応は選挙

管理委員会で決定する． 

4．会長および副会長の選出方法 

【選出定数】 

候補者の中より会長 1 名および副会長 2 名をそれぞれ

について選出する． 

【選挙人資格】 

選挙人は，先行する幹事選挙の選挙人および新たに選出

された幹事とする．ただし，重複は認めない． 

4．会長及び副会長の選出方法 

【選出定数】 

候補者の中より会長 1 名及び副会長 2 名をそれぞれに

ついて選出する． 

【選挙人資格】 

選挙人は，先行する幹事選挙の選挙人及び新たに選出

された幹事とする．ただし，重複は認めない． 
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【被選挙人資格】 

被選挙人（候補者）は，新たに選出された幹事の中より

立候補した者または推薦された者とし，立候補の方法は

選挙管理委員会が決定する．ただし，会長と副会長の両

方の候補者となることはできない．また，それぞれの立

候補者数が定数を超えない場合は，新たに選出された幹

事のすべてを候補者とする． 

【選挙期間】会長および副会長選挙は平成 29 年 2 月ま

でに行い，具体的な日時は選挙管理委員会が決定する． 

【選挙方法】 

会長および副会長選挙ともに，選挙管理委員会の指定す

る投票用紙にそれぞれの定数名の候補者氏名を記載し，

同時に郵便投票で行う．その他の細目については選挙管

理委員会が決定する． 

【無効票】 

次に該当する投票は無効とする． 

（1）被選挙人以外の者の氏名を記載したもの． 

（2）記載された被選挙人名を判別または特定できない

もの． 

（3）その他，選挙管理委員会の指定する方法に従わない

もの． 

【当選者】 

次の方法により当選者を決める． 

（1）会長選挙は，最高得票者 1 名を当選者とする．（2）

副会長選挙は，得票数の上位 2 名を当選者とする．同数

得票により当選者を確定できなかった場合は，これらの

者を候補者として引き続き決戦投票を行い，得票数の多

い者をそれぞれの当選者とする．総投票数が選挙人総数

の 2/3 に満たない場合には，後日あらためて再選挙を実

施する． 

【選挙結果の公示】 

当選者確定後，選挙管理委員長名で，当選者の氏名およ

び得票数を細胞検査士会 HP および細胞検査士会報にて

公示する．また，当選者には選挙管理委員長名で当選証

書を発行する．選挙結果に対する異議の申し立ては，当

選者の発表後約 5 日の間に選挙管理委員長宛の文書で受

付け，その対応は選挙管理委員会で決定する． 

【被選挙人資格】 

被選挙人（候補者）は，新たに選出された幹事の中より

立候補した者または推薦された者とし，立候補の方法

は選挙管理委員会が決定する．ただし，会長と副会長の

両方の候補者となることはできない．また，それぞれの

立候補者数が定数を超えない場合は，新たに選出され

た幹事のすべてを候補者とする． 

【選挙期間】会長及び副会長選挙は 2019 年 2 月まで

に行い，具体的な日時は選挙管理委員会が決定する． 

【選挙方法】 

会長及び副会長選挙ともに，選挙管理委員会の指定す

る投票用紙にそれぞれの定数名の候補者氏名を記載

し，同時に郵便投票で行う．その他の細目については選

挙管理委員会が決定する． 

【無効票】 

次に該当する投票は無効とする． 

（1）被選挙人以外の者の氏名を記載したもの． 

（2）記載された被選挙人名を判別または特定できない

もの． 

（3）その他，選挙管理委員会の指定する方法に従わな

いもの． 

【当選者】 

次の方法により当選者を決める． 

（1）会長選挙は，最高得票者 1 名を当選者とする．

（2）副会長選挙は，得票数の上位 2 名を当選者とす

る．同数得票により当選者を確定できなかった場合は，

これらの者を候補者として引き続き決戦投票を行い，

得票数の多い者をそれぞれの当選者とする．総投票数

が選挙人総数の 2/3 に満たない場合には，後日あらた

めて再選挙を実施する． 

【選挙結果の公示】 

当選者確定後，選挙管理委員長名で，当選者の氏名及

び得票数を細胞検査士会 HP 及び細胞検査士会報にて

公示する．また，当選者には選挙管理委員長名で当選

証書を発行する．選挙結果に対する異議の申し立て

は，当選者の発表後約 5 日間に選挙管理委員長宛の文

書で受付け，その対応は選挙管理委員会で決定する． 
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第 5 号議案：細胞検査士会平成 29 年度事業報告及びこれに伴う収支決算書 

平成 30 年 4 月 
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【2017 年度（平成 29 年度）事業報告】 

1．会長 伊藤 仁 

1）細胞検査士会長再任 2 期目がスタート 

 平成 29 年度～30 年度の細胞検査士会役員は，会長に伊藤仁，副会長に小松京子氏が再任され，

また，片山博徳氏に代わり三宅真司氏が新たに副会長として選出された．平成 29 年 5 月 27 日，

大阪市で開催された第 58 回日本臨床細胞学会春期大会時に行われた細胞検査士会総会から 2 期目

が新たなスタートをきった． 

 各種委員会委員長には，総務；平田哲士氏，経理；阿部仁氏，庶務；仲村武氏，規約；原田仁稔氏，

渉外；河原明彦氏，編集；阿部英二氏，学術；古田則行氏，国際；南部雅美氏，情報；小川勝成氏，

都道府県代表者；山城篤氏，あり方；遠藤浩之氏，精度保証；竹中明美氏，がん検診（子宮頸がん検

診委員会をがん検診委員会に変更）；今枝義博氏，50 周年記念事業；三宅真司氏，が就任した．ま

た，監事には，上野喜三郎氏，片岡秀夫氏に再任していただいた（役員及び委員会一覧参照）． 

2）日本臨床細胞学会の動向 

 日本臨床細胞学会本体も第 58 回日本臨床細胞学会春期大会総会より，青木大輔先生が理事長に

再任し，2 期目がスタートした．細胞検査士理事は前回同様全国区より伊藤，石井，小松の 3 名が

選出され，それぞれ前回同様，総務委員会担当理事及び情報処理委員会委員長，細胞検査士委員会担

当理事，国際委員会担当理事を任命された． 

 2017 年 7 月 21 日時点での日本臨床細胞学会会員数は 12272 名，細胞検査士数 7457 名，

うち細胞検査士正会員 1057 名，細胞検査士準会員 6387 名，功労会員 13 名であり，細胞検査士

における正会員の割合は 14%である．また，医師を含めた全正会員の中での細胞検査士正会員の割

合は 19%という低率である．細胞検査士理事は前回同様 3 名であり，学会運営の側面からは車の両

輪と呼ぶにはまだまだ程遠い現状である． 

 日本臨床細胞学会細胞検査士資格更新実務に関する施行細則の研修活動の単位認定について，平

成 29 年 4 月より“細胞診専門医または細胞検査士の資格取得後 5 年以上経過した正会員 2 名以上

が研修会の企画及び実施に関与すること”と変更になった．また，細胞検査士会の役員選任に関する

細則と委員会に関する細則を変更し，役員及び委員については，本法人正会員でなければならないと

した．学会内での影響力・発言力を高めるため，今後もさらに正会員を増やす方策を強化していかな

ければならない． 

3）日本臨床細胞学会の事業 

 福島と京都において開催された第 74 回と第 75 回細胞検査士ワークショップの実施委員長を細

胞検査士が務め，それぞれ盛会裏に終えた．昨年からの懸案事項であった，関東の細胞検査士教育

セミナー受講者増加に伴う会場の変更について，本年度より日本教育会館からパシフィコ横浜メイ

ンホールに変更した．また，それに伴い参加費も本年度から 9000 円に値上げされたにもかかわ

らず 1000 名を超える参加者であった．細胞検査士資格取得を目指す臨床検査技師のための細胞

検査士養成講習会（2 週間コース）も受講生が増加しており，定員 40 名の募集を大きく上回る 72

名の申し込みがあった．細胞検査士資格試験も近年増加傾向にあり，今後，なんらかの対策を講ず

る必要性があるかもしれない． 

4）公益活動 

 細胞検査士会が全国の各都道府県細胞検査士会の協力を得て推進している Love49 による子宮

頸がん検診の啓発事業に関して，本年度も，47 都道府県すべてが参加した啓発活動が行われた．

しかしながら，本活動に関して，子宮頸がんを考える市民の会より，街頭活動の配布資料であるニ
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ュースレターの作製費等について経済的に限界にきているとの話しがあった．来年度は作製可能で

あるが，その後については，不透明な状態であるとの説明を受け，今後の活動継続，あるいは見直

しも含めて検討し，日本臨床細胞学会とも相談しながら今後の方向性について考える必要がある． 

5）細胞検査士会 50 周年記念事業 

   2017 年 11 月 19 日，福岡において細胞検査士会創立 50 周年記念式典，功労賞表彰，祝賀

会，細胞診と細胞検査士展，市民公開講座（第 56 回日本臨床細胞学会秋期大会との共催）を挙行

した．記念式典には，参議院議員で医師の自見はなこ先生，参議院議員で日本臨床衛生検査技師会

会長の宮島喜文先生，福岡県保健医療介護部長の大森徹先生をはじめ，多くのご来賓並びに多くの

関係者のご列席は賜り，厳かに開催された．祝賀会は，華やかな雰囲気の中，全国から 427 名も

の細胞検査士が参加し盛大に行われた．記念誌発行を残し，すべての事業を予定どおり終了した．

詳細は 50 周年記念事業委員会報告を参照されたい． 

2．総務委員会 

委員会業務分担要綱に基づき，当会の円滑な運営に努めた 

1）事業計画・予算書の作成と管理 

「2018 年度事業計画及びこれに伴う予算書」案作成と役員会みなし決議（2018 年 3 月） 

2）事業報告・決算書の作成と管理 

「2016 年度（平成 28 年度）事業報告及びこれに伴う収支決算書」案作成と 

 第 1 回役員会議案（2017 年 6 月）決議 

3）総会，役員会，委員長会議の議案書作成と管理 

 定時総会（2017 年 5 月），第 1 回役員会（2017 年 5 月）， 

 第 2 回役員会（2017 年 11 月），委員長会議（2018 年 2 月）の議案書作成と配信 

4）各委員会間の情報伝達と業務調整 

5）その他，他の委員会などが所掌せず，役員会が必要と認めた事項 

3．経理委員会 

1）平成 30 年度予算案作成 

2）平成 29 年度会計報告書の作成 

 ①各委員会の事業報告書，収支報告書，証拠書類（領収書等）の確認 

 ②監事による会計及び業務監査会の実施 

 ③会計に関する資料及び事業報告書，業監査報告書を会長，学会事務局へ報告 

3）各委員会会計実施の現状 

 ①立て替え金請求を実施した委員会 

  本部会計，経理委員会，渉外委員会，精度保証委員会，編集委員会，庶務委員会， 

  都道府県代表者委員会，国際委員会，あり方委員会，50 周年記念事業委員会 

 ②仮払金請求を実施した委員会 

  精度保証委員会（セルフアセスメント会議），（初心者ＷＳ：福井），（養成ＷＳ：大阪，東京），学術

委員会（第 1 回・第 2 回 WS），50 周年記念事業委員会 

 ③学会から直接経費（請求金）を支払った委員会 

  編集委員会，本部会計，がん検診委員会，渉外委員会，情報委員会，あり方委員会， 

  精度保証委員会，学術委員会，50 周年記念事業委員会 

4．庶務委員会 

1）庶務委員会の業務に沿った活動 
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 ①総会，役員会,委員長会議等の開催・運営 ②役員会・各種会議の議事録作成・保管 

 ③公印の使用及び管理 ④資料の保管 ⑤慶弔 ⑥講師等委嘱状の発行 

5．規約委員会 

1）規則類の変更 

 「役員会運営に関する細則」「役員選任に関する細則」「委員会に関する細則」「委員会業務分担要綱」 

2）附則年月日表示変更議案の作成 3）規則類の原本及びその改正書類の管理 

6．渉外委員会 

 子宮の日の活動：2017 Love49 プロジェクト，47 都道府県（100.0％）が参加． 

 ポケットティッシュ 6 万個と新しい幟 200 枚を全国の都道府県へ配送した． 

1）平成 28 年度細胞検査士会公益広報活動調査（啓発・社会活動と育成・養成活動） 

  平成 28 年度細胞検査士会活動調査は，【啓発・社会】と【育成・養成】に分けて実施 

  （調査期間：5 月から 10 月）（回答率 87％；41 都道府県） 

 ①啓発・社会活動 

  2016 Love49 キャンペーン実施都道府県数：47 都道府県（100.0％） 

  総イベント数：72 イベント，参加者数：1,873 名 

     （細胞検査士 1,149 名，臨床検査技師 355 名，医師 38 名，その他 331 名） 

 ②育成・養成活動 

  開催数：91（複数開催した都道府県あり）参加者数：2,763 名（細胞検査士 1,312 名， 

  臨床検査技師 1,314 名，医師 131 名，その他 6 名） 

 ③子宮頸がん検診推進活動支援金のアンケート（抜粋） 

  細胞学会に平成 29 年度分の子宮頸がん検診推進活動費を申請したか否か 

  申請した：35 都道府県，申請しなかった：2 都道府県，記載なし：4 都道府県， 

  回答無し：6 都道府県 

2）第 4 回子宮の日全国アクション 2017 報告会 

 第 58 回日本臨床細胞学会総会（大阪：2017 年 5 月 27 日（土）10：10～11：30） 

 2017 LOVE49 報告会を実施し，細胞検査士と専門医から 5 演題を報告した． 

 座長：小笠原利忠先生，田所猛技師，演者：羽原利幸技師（渉外委員会），深田千尋技師（愛媛県），

高田直樹技師（兵庫県），笹川寿之先生，今枝義博技師（子宮頸がん検診委員会） 

3）第 58 回日本臨床細胞学会総会及び第 56 回日本臨床細胞学会秋期大会（5 月，11 月） 

 がん検診委員会と共同で LOVE49 キャンペーンのパネル展示を行った． 

4）細胞検査士パンフレット「がん診断の担い手細胞検査士第 3 版」の配布 

 4-10 月末までに，7 施設に 13,500 部数を郵送した 

 （広島県，東京都，熊本県，福岡県，岡山県，神奈川県，新潟県，大阪府） 

5）第 13 回がん患者大集会の会場協力（2017.11.26） 

メインテーマ：「これからのがん医療が目指すもの～患者の力をどう活かすか？～」 

メイン会場（東京都）：東京医科歯科大学 M&D タワー 鈴木章夫記念講堂 

協力者：三宅真司，阿部 仁，町田知久，濱川真治，忽滑谷昌平，中村 博，向山淳児，金室俊子，葉

山綾子，寺尾暁子，吉田志緒子，河原明彦，澁木康雄（途中参加） 

6）2018 Love49 プロジェクトの準備（2017.12-2018.3） 

 ①2018 Love49 キャンペーンの趣意書を伊藤会長へ要望し，庶務委員会から発行した． 

 ②2018 年 4 月 9 日前後に，特定非営利活動法人子宮頸がんを考える市民の会と共に，子宮頸がん



公益社団法人 日本臨床細胞学会 細胞検査士会           15 

 

検診啓発活動を行うための準備を行った． 

 ③2018 Love49 への参加希望を 12 月から行う予定． 

 ④2018 Love49 は 47 都道府県から参加希望があった． 

7）第 5 回 2018 LOVE49 報告会準備 

 第 59 回日本臨床細胞学会総会（北海道）において，2018LOVE49 報告会準備 

＜平成 29 年度渉外委員会事業の総括＞ 

今年度の渉外委員会の活動は，昨年度に引き続き Love49 キャンペーンの準備協力，学会時の

Love49 報告会，パネル展示やがん患者大集会などへの参加協力を行い，安定して事業を行えるよう

になった．特記すべきは，子宮頸がん検診の啓発事業である Love49 キャンペーンが 2018 年で 10

年を迎えるため，今後のあり方を考える時期に来ている．全国の細胞検査士が有意義な公益活動を行

えるような仕組みを作っていきたい． 

7．編集委員会 

細胞検査士会会報 61 号を 8 月，62 号を 1 月に発行した．発行部数はそれぞれ 7,750 部である．

本来予定では，細胞検査士会会報は 7 月と 12 月に発行するところであるが，細胞検査士会創立 50

周年記念事業の関係で，発行時期が遅くなったことが反省点の一つである． 

会報の内容について，数年にかけて細胞検査士会創立 50 周年事業関連の記事を掲載してきたがこの

事業も終わるため，それに代わる新たな記事を編集委員で意見を出し合い考えていきたい． 

8．学術委員会 

1）第 58 回日本臨床細胞学会総会 5 月 26～28 日 

 細胞検査士会要望教育シンポジウム開催 

 細胞検査士会ヤング committee ワークショップ開催 

 わからん会開催 

2）細胞検査士教育セミナー 8 月横浜 9 月倉敷 

 セルフアセスメント作製協力 

3）第 56 回日本臨床細胞学会秋期大会 11 月 18～19 日 

 細胞検査士会創立 50 周年記念式典，開催協力 

4）細胞検査士生涯教育ワークショップ 2 月 24～25 日 

 第 1 回：2 月 24 日 2 回：2 月 25 日，大阪医科大学 

9．国際委員会 

第 9 回日・台・韓細胞検査士合同セミナーについて  期日：平成 30 年 2 月 24 日 

 開催地：日本 熊本 会場：くまもと県民交流館パレア 10 階パレアホール 

【概要】 

昨年度の第 8 回日・台・韓細胞検査士合同セミナーが台湾で開催され，本年度は韓国が開催国であ

ったが，平昌オリンピックと重なったため日本で開催することになった．よって平成 30 年 2 月 24

日にくまもと県民交流館パレア 10 階パレアホールにて第 9 回日・台・韓細胞検査士合同セミナー

を開催した．セミナーの前日の 23 日は福岡空港にて海外参加者出迎え，貸し切りバスで熊本へ向か

いながら半日観光ツアーを行った．その夜は歓迎の意を込めてウェルカム・パーティを計画した．24

日は第 9 回日・台・韓細胞検査士合同セミナーを行った．3 国代表者会議はセミナーの昼食時間を

利用してランチョンミーティング形式で行った．セミナー後に懇親会を行い，それをもって第 9 回

日・台・韓細胞検査士合同セミナーを終了とした． 

【内容詳細】 
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※半日観光ツアー 

韓国 17 名，台湾 12 名の計 29 名の海外参加者を福岡空港にて出迎えた．その後，日本人 7 名の

計 36 名で半日観光ツアーを行った．貸切バスにて熊本へ向かう途中，山鹿市に立ち寄り「八千代

座」及び山鹿市中心街の見物を行った．その後，海外参加者及び県外参加者を宿泊ホテルであるホテ

ル・メルパルク熊本へ送った． 

※ウェルカム・パーティ「壱の倉庫」 

半日観光ツアー後に，ビアレストラン「壱の倉庫」にてウェルカム・パーティを開催した．参加者は

韓国が 18 名，台湾が 12 名，日本が 42 名の計 72 名であった． 

※第 9 回日・台・韓細胞検査士合同セミナー「くまもと県民交流館パレア 10 階パレアホール」 

9：10 より開会し，16：20 に閉会した． 

参加者は台湾より 11 名，韓国より 18 名，日本より 70 名の合計 99 名であった． 

会に先立ち，熊本県臨床細胞学会有馬信之副会長より開会のあいさつを頂いた．演題数は特別講演及

び一般講演を含め 15 題であり，活発な質疑応答が展開された． 

今回の特別講演は小林忠男先生に，「An Exciting Challenge in Diagnostic Cytopathology」と題

して，海外での豊富な経験を話して頂いた．特に若い細胞検査士とって良い刺激となる講演であった． 

※3 国代表者会議 

3 国代表者会議はセミナーの昼食時間を利用してランチョンミーティング形式にて行った．参加者

は，日本から伊藤 仁氏，小松 京子氏，阿部 仁氏及び南部の 4 名，台湾からは，Ko Jen-Sheng

氏，Wu Mei-Ling 氏，Lee Yi-Ju 氏の 3 名，韓国からは，Soo-il Jee，Hwa-Jeong Ha 氏，Young-

hwa Choi 氏の 3 名の計 10 名で，次期日・台・韓細胞検査士合同セミナーについて審議した．次

期開催国は韓国で，開催日は 2019 年 3 月 23 日に決定した． 

※懇親会 

ホテル・メルパルク熊本にて，熊本県臨床細胞学会と合同で行った． 

参加者は台湾 14 名，韓国 18 名，日本 72 名の合計 104 名であった． 

会に先立ち熊本県臨床細胞学会の神尾多喜浩会長より開会の挨拶を頂いた． 

この懇親会をもち第 9 回日・台・韓細胞検査士合同セミナーを終了した． 

【総括】 

今回，第 9 回日・台・韓細胞検査士合同セミナーを熊本にて開催した．福岡で行った第 7 回日・台・

韓細胞検査士合同セミナーと同規模の会となり，盛会裏に終わった． 

年々，この日・台・韓細胞検査士合同セミナーは充実してきており，発表内容及び英語力に進歩が見

られ，将来の明るい展望が感じられた． 

10．情報委員会  

＜HP の運営に関する事＞ 

1）平成 29 年度細胞検査士会ホームページ サイト保守 

HP： [ ctjsc.com ]  [ intercyto.com ] （株）トラパンツ http：//www.torapants.co.jp/ 

更新内容 

2）細胞検査士会求人情報(4-12 月） 58 件 3）細胞検査士の「 Q ＆ A 」リニューアル 

4）細胞検査士会報 Lecture 記事の掲載： 2017 Vol.60 福田雅美 著「口腔細胞診の診断・後編」 

5）Internet Cytology： リンパ球系病変の純細胞形態学的観察法  蒲 貞行著（寄稿） 

6）新着情報（当会運営に関与する内容のみ） 

 ・細胞検査士会創立 50 周年記念事業の案内と祝賀会のお知らせ  
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 ・第 9 回日・台・韓細胞検査士合同セミナーのお知らせ 

 ・IAC 機関誌 Acta Cytologica の Impact factor 再取得のための署名活動【依頼】    

 ・平成 29 年度 第 1 回・第 2 回細胞検査士養成ワークショップのお知らせ 

 ・第 6 回コントロールサーベイ（2016 年実施）解説と正解率 

 ・2017 年 IAC 資格認定試験の案内 

 ・平成 29 年度第 2 回 細胞検査士会役員会及び都道府県代表者会議開催のお知らせ 

 ・MTJ 特集記事「細胞検査士会の 50 年とこれから ～次世代への展望と課題～」 

 ・第 14 回肺癌検診喀痰細胞診セミナー in Miyagi のお知らせ 

 ・他学会から HP 記事の転載許諾についての報告 

7）会員専用 （パスワードを変更） 

役員会に関する更新 

 ・平成 29-30 年度 役員名簿・平成 29-30 年度 委員会名簿・第 1 回役員会議案書 最終版 

 ・細胞検査士会定時総会議案書・平成 28 年度 役員会資料第 2 回役員会議事録 

 ・平成 29 年度役員会議案書・平成 29 年度細胞検査士会総会定時総会議案書 

 ・平成 29 年度 役員会資料 第 1 回役員会議事録を掲載 

 ・平成 29 年度細胞検査士会総会資料 定時総会議事録を掲載 

 ・平成 28 年度 細胞検査士意識調査アンケート集計結果を掲載 

   細胞検査士規則集について更新 

 ・役員選任に関する細則・役員会運営に関する細則・委員会に関する細則・委員会業務分担要綱 

8）Love49（啓発活動）：第 12 回がん患者大集会参加報告書を掲載 

9）各種委員会 

 庶務委員会：平成 28 年度の事業計画報告と平成 29 年度の事業計画を掲載 

       平成 29 年度中間報告を掲載 

 渉外委員会：平成 27 年度細胞検査士会公益広報事業活動内容・平成 28 年度渉外委員会事業報告 

 50 周年記念事業準備委員会：平成 29 年度事業計画を掲載 

 情報委員会：平成 29 年度事業中間報告 

10）Internet Cytology HP (Intercyto.com) 

各領域における自己学習サイト：平成 29 年公開の予定であったが，症例収集と掲載作業が滞ってお

り作業が遅れている．現在，平成 30 年公開を目指している． 

11）セミナー・ワークショップ：「2018 年第 1 回・第 2 回 細胞検査士会ワークショップのお知らせ」 

12）都道府県細胞検査士会の情報変更：鳥取県 事務局及び会則，広島県 事務局及び会則 

13）メーリングリストの運営に関する事 

14）ML 管理 

 都道府県代表者 ML の代表者を変更 山形県，千葉県，佐賀県，福岡県，佐賀県，石川県，熊本県 

 役員 ML：新役員 7 名追加，旧役員 7 名削除 

 委員長 ML：新役員  1 名追加，旧役員 2 名削除 

15）他学会からの転載許諾申請 

 (社)日本画像医療システム工業会 医用放射線機器安全管理センターより，講習用テキストに細胞検

査士会ホームページに掲載している「がんと癌：用語の説明」文の引用（転載）依頼があり，伊藤会長

の許可を得て対応した．（http：//www.ctjsc.com/ct/whatCT.htm ） 

11．都道府県細胞検査士会代表者委員会 
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1）2017/03/14 都道府県代表者委員会臨時連絡メール(1) 

 ・細胞検査士会会長：研修会単位認定の変更に関するお知らせ 

2）2017/04/03 4 月都道府県代表者委員会定期連絡メール 

 ・都道府県代表者委員会：平成 29 年度第 1 回都道府県代表者委員会会議の案内 

 ・50 周年記念事業委員会：賛助金・広告料申し込みの進捗状況と表彰選考委員会から功労者推薦に

関するお知らせ 

 ・学術委員会：On-site cytology 実態調査アンケートの協力願い 

3）2017/04/10 都道府県代表者委員会臨時連絡メール(2) 

 ・都道府県代表者委員会：平成 29 年度第 1 回都道府県代表者委員会会議案内文の配信 

 ・学術委員会：On-site cytology 実態調査アンケートの協力願い（再） 

4）2017/04/20 都道府県代表者委員会臨時連絡メール(3) 

 ・50 周年記念事業委員会：各都道府県代表者へ 50 周年記念誌に掲載する「各都道府県 50 年の歩

み」への執筆依頼状の案内 

5）2017/04/25 都道府県代表者委員会臨時連絡メール(4) 

・細胞検査士会会長：「がん対策基本法/自殺対策基本法施行 10 年いのちのフォーラム」の案内 

6）2017/04/27 都道府県代表者委員会臨時連絡メール(5) 

・50 周年記念事業委員会：各都道府県代表者へ 50 周年記念誌に掲載する「各都道府県 50 年の歩

み」への執筆依頼に関する補足事項の案内 

7）2017/05/01 5 月都道府県代表者委員会定期連絡メール 

 ・都道府県代表者委員会：平成 29 年度第 1 回都道府県代表者委員会会議の出欠確認 

 ・渉外委員会：平成 28 年度細胞検査士会公益広報事業活動調査の依頼 

 ・50 周年記念事業委員会：細胞検査士会創立 50 周年記念事業・功労賞推薦に関する確認（再） 

8）2017/05/02 都道府県代表者委員会臨時連絡メール(6) 

 ・精度保障委員会：地方支援「初心者細胞検査士養成ワークショップ」開催の案内 

9）2017/05/25 都道府県代表者委員会臨時連絡メール(7) 

 ・都道府県代表者委員会：島根県細胞検査士会代表者から大阪で開催される日本臨床細胞学会総会で

行われる口腔癌検診へ受診の協力願い 

10）2017/06/01 6 月都道府県代表者委員会定期連絡メール 

  委員長交代の時期のため未配信 

11）2017/06/23 都道府県代表者委員会臨時連絡メール(8) 

 ・細胞検査士会会長：元細胞検査士会会長平田守男氏のご逝去報告 

12）2017/07/03 7 月都道府県代表者委員会定期連絡メール 

 ・都道府県代表者委員会：平成 29 年度第 1 回都道府県代表者委員会会議録を配信 

 ・50 周年記念事業委員会：50 周年記念事業功労賞表彰選考委員会から各都道府県へ功労賞候補者

の最終確認 

 ・渉外委員会：平成 28 年度細胞検査士会公益広報事業活動調査の依頼（再） 

13）2017/07/27 都道府県代表者委員会臨時連絡メール(9) 

 ・功労賞受賞者へ 50 周年記念祝賀会のお知らせ 

14）2017/08/01 8 月都道府県代表者委員会定期連絡メール 

 ・50 周年記念事業委員会：50 周年記念事業の案内を細胞検査士会ホームページに掲載 

15）2017/08/08 都道府県代表者委員会臨時連絡メール(10) 
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 ・細胞検査士教育セミナー実地委員長：第 74 回細胞検査士教育セミナーの参加者募のお知らせ 

16）2017/08/14 都道府県代表者委員会臨時連絡メール(11) 

 ・50 周年記念事業委員会：50 周年記念祝賀会事前参加振込み用紙に関する内容の配信 

17）2017/08/22 都道府県代表者委員会臨時連絡メール(12) 

 ・細胞検査士会会長：「IAC 機関誌 Acta Cytologica の Impact Factor 再取得のため署名活動」に

関するお知らせ 

18）2017/09/01 9 月都道府県代表者委員会定期連絡メール 

 ・細胞検査士会会長：平成 29 年度第 2 回都道府県代表者会議の日時・場所連絡 

19）2017/09/07 都道府県代表者委員会臨時連絡メール(13) 

 ・50 周年記念事業委員会：50 周年記念事業各都道府県への協力依頼 

20）2017/10/02 10 月都道府県代表者委員会定期連絡メール 

 ・都道府県代表者委員会：平成 29 年度第 2 回都道府県代表者委員会会議の出欠確認 

21）2017/10/05 都道府県代表者委員会臨時連絡メール(14) 

 ・50 周年記念事業委員会：「50 周年記念事業の記念式典および祝賀会への参加」に関するお知らせ 

22）2017/10/18 都道府県代表者委員会臨時連絡メール(15) 

・50 周年記念事業委員会：細胞検査士会 50 周年記念事業の「記念式典・祝賀会の」と「祝賀会」に

関する案内 

23）2017/11/01 11 月都道府県代表者委員会定期連絡メール 

 ・都道府県代表者委員会：平成 29 年度第 2 回都道府県代表者委員会会議参加の出欠再確認 

 ・50 周年記念事業委員会：記念式典・祝賀会の案内，祝賀会参加受付の案内，祝賀会事前参加申し

込み終了のお知らせ 

 ・庶務委員会：2018 年の子宮の日趣意書 pdf ファイルの配信 

24）2017/12/01 12 月都道府県代表者委員会定期連絡メール 

 ・都道府県代表者委員会：平成 29 年度第 2 回都道府県代表者委員会会議録を配信 

 ・渉外委員会：2018 LOVE49 キャンペーン参加の確認とお願いを配信 

25）2018/01/04 1 月都道府県代表者委員会定期連絡メール 

 ・渉外委員会：2018 LOVE49 キャンペーン参加の再確認 

 ・あり方委員会：細胞検査士意識調査アンケート集計結果の配信 

 ・50 周年記念事業委員会：50 周年記念誌の原稿作成要領・記念誌案を都道府県代表者へ配信（再）

2018/02/01 2 月都道府県代表者委員会定期連絡メール 

 ・都道府県代表者委員会：各都道府県における細胞学会と細胞検査士会の年会費および年研修会数の

確認 

26）2018/03/01 3 月都道府県代表者委員会定期連絡メール 

 ・都道府県代表者委員会：各都道府県における細胞学会と細胞検査士会の年会費および年研修会数の

確認の集計結果報告を告知 

27）2018/03/13 都道府県代表者委員会臨時連絡メール⑯ 

 ・都道府県代表者委員会：平成 30 年度各都道府県の代表者および事務担当者の確認 

12．あり方委員会 

1）平成 29 年 8 月 細胞検査士会平成 29 年度あり方委員会会議（日本臨床細胞学会事務局） 

2）平成 29 年 12 月 平成 28 年度細胞検査士意識調査アンケート集計結果報告を作製． 

3）平成 30 年 1 月 平成 28 年度細胞検査士意識調査アンケート集計結果の全報告を細胞検査士会ホ
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ームページに公開することと平成 28 年度細胞検査士意識調査アンケート集計結果報告を細胞検査

士会会報 Vol.62 に掲載することを都道府県代表者 ML にて会員に通知． 

4）平成 30 年 1 月 平成 28 年度細胞検査士意識調査アンケート集計結果の全報告を細胞検査士会ホ

ームページにて公開． 

5）平成 30 年 1 月 平成 28 年度細胞検査士意識調査アンケート集計結果報告を細胞検査士会会報

Vol.62 に掲載． 

成果：平成 28 年度細胞検査士意識調査アンケートの結果集計を終え，8 月に開催したあり方委員会

会議にて，会報掲載資料の選定や報告文章の内容の検討をおこなった． 

アンケートへの回答数は 1097 件あり，細胞検査士会会員の約 15％から御回答いただいたことに

なった．アンケート結果を解析すると，30 代，40 代，50 代の会員において細胞検査士会の活動

に強い関心を持っていることがわかった．また，経験年数の 10 年未満から 5 年未満の若い世代に

おいては細胞検査士会の活動に興味を持っていることも判明し，今後の展望に大いに期待が持てる

結果であった．一方，アンケートに御回答いただいた方は病理検査や細胞検査に従事する常勤の細胞

検査士が多く，細胞検査士の全体的な意見を反映していないのではないかとの反省点があげられた．

その他，地方における細胞検査士養成の問題，日本臨床細胞学会正会員になるメリットの宣伝不足な

どの諸問題も明らかになった． 

あり方委員会としては，これらのアンケートの結果を会員皆様の貴重な御意見と考え，今後の活動方

針に反映させていくことを決定した． 

13．精度保証委員会 

1）平成 29 年 6 月 4 日（福井） 

 平成 29 年度 地域支援「初心者細胞検査士養成ワークショップ」 参加人数 43 名                         

2）平成 29 年 7 月 16 日（東京）（学術委員会・精度保証委員会） 

 第 73 回・74 回 細胞検査士教育セミナー セルフアセスメント問題作成会議 

3）平成 29 年 8 月 19 日・20 日（横浜）（学術委員会・精度保証委員会連携事業） 

 第 73 回 細胞検査士教育セミナーの実施協力 セルフアセスメント 

4）平成 29 年 9 月 2 日（大阪） 

 平成 29 年度 細胞検査士養成ワークショップ 問題作成会議 

5）平成 29 年 9 月 9 日・10 日（倉敷）（学術委員会・精度保証委員会連携事業） 

 第 74 回 細胞検査士教育セミナーの実施協力 セルフアセスメント 

6）平成 29 年 10 月 7 日・8 日（大阪）（精度保証委員会会議 今後の活動方針について） 

 平成 29 年度 細胞検査士養成ワークショップ 参加人数 119 名 

7）平成 29 年 10 月 14 日・15 日（東京） 

 平成 28 年度 細胞検査士養成ワークショップ参加人数 110 名（講義のみ 3 名） 

8）標本作製アンケート作成，平成 29 年度セルフアセスメント解説スライド公開にむけて，情報委員

会と協議中． 

精度保証委員会事業の結果 

例年の「地域支援初心者細胞検査士養成ワークショップ」，「細胞検査士養成ワークショップ」を開催． 

「細胞検査士養成ワークショップ」では即日，定員オーバーとなり今後の開催内容などを見直す時期

と感じた．「セルフアセスメント解説」のホームページへの UP を検討中だが，もう少し，早い時期

に UP する必要があると反省している．標本作製アンケートは今年度中に実施したい．  
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14．細胞検査士会創立 50 周年記念事業準備委員会 

1．平成 29 年度第 1 回細胞検査士会創立 50 周年記念事業会全体会議を開催 

  日時：平成 29 年 5 月 26 日（金），13 時 00 分〜14 時 00 分 

  場所：大阪国際会議場 10F 1008 

  議事録は平成 29 年度細胞検査士会第 2 回役員会で報告 

2．平成 29 年度第 2 回細胞検査士会創立 50 周年記念事業会会議を開催 

  日時：平成 29 年 10 月 14 日（土），13 時 00 分〜17 時 00 分 

  場所：済生会福岡総合病院 

  議事録は平成 29 年度細胞検査士会第 2 回役員会で報告 

3．平成 29 年 10 月 15 日（日）11：00〜11：15，LOVE FM「On Sundays」に伊藤会長が出

演し，「細胞検査士」，「細胞診検査」についての説明や，「細胞検査士になるためには」，「細胞検査士

会の活動」，「50 周年記念事業」等の話をした． 

4．The Medical ＆ Test Journal（株式会社じほう）から細胞検査士会 50 周年記念の特集企画を受

け，伊藤会長，小松副会長，長村義之先生（日本臨床細胞学会元理事長），小林忠男氏（元会長），畠

山重春氏（元会長），山岸紀美江氏（元副会長），西国広氏（元副会長）に執筆依頼．11 月 19 日の

50 周年記念式典会場で，無料配布（400 部程度）． 

5．平成 29 年度第 3 回細胞検査士会創立 50 周年記念事業会全体会議を開催 

日時：平成 29 年 11 月 17 日（金），14 時 00 分〜15 時 00 分 

場所：ホテルオークラ福岡 3F メイフェア 

各企画の最終確認を行った． 

6．第 56 回日本臨床細胞学会秋期大会期間中に，細胞検査士会創立 50 周年記念事業を開催 

1）「細胞診と細胞検査士展」 天神三越デパート横 イベント空間「ライオン広場」 

 平成 29 年 11 月 18 日（土）10：00〜16：00 

 平成 29 年 11 月 19 日（日）10：00〜13：00 

  18 日（土）12：00〜12：10，LOVE FM「NATURAL DRIVIN’」に三宅実行委員長が出演

し，「細胞診と細胞検査士展」の内容について説明した． 

2）「市民公開講座」（日本臨床細胞学会秋期大会との共催） 

 平成 29 年 11 月 19 日（日）14：00〜16：00 福岡サンパレス 2 階 パレスルーム 

3）「50 周年記念式典」，「功労賞受賞者表彰式」 出席者：約 400 名，功労賞受賞者：84 名 

 平成 29 年 11 月 19 日（日）15：50〜16：50 福岡国際会議場 5 階 国際会議室 

4）「記念祝賀会」 参加者：427 名 

 平成 29 年 11 月 19 日（日）17：00〜19：00 福岡サンパレス 2 階 パレスルーム 

5）「50 周年記念誌」の発刊（編集中） 

6）各企画の事業報告とマニュアルの保存 

【総 括】第 56 回日本臨床細胞学会秋期大会期間中に，50 周年記念事業（50 周年記念式典，功労賞

受賞者表彰式，祝賀会,細胞診と細胞検査士展，市民公開講座）を挙行した.すべての企画において予

想以上に多くの参加者があり，成功裏に終えることができた．本事業の開催にあたり，秋期大会会長

の加来恒壽先生の格別のご支援とともに，細胞検査士会役員及び 50 周年記念事業会委員皆様に多

大なご協力を賜り深く感謝申しあげる．50 周年記念誌の発刊が残されているが，細胞検査士会は次

の 50 年に向けて「新たなる飛躍をめざして」いくので，今後も更なるご支援，ご協力をお願いした

い． 



公益社団法人 日本臨床細胞学会 細胞検査士会           22 

 

15．細胞検査士会創立 50 周年記念事業報告 

1）式典部：細胞検査士会創立 50 周年記念式典 

 ①11 月 17 日（金）11：00 ～ 12：00 福岡サンパレス 

  司会者（委託）古賀ゆかり氏とアナウンスシナリオの最終打合せ 

 ②11 月 17 日（金）14：00 ～ 15：00 ホテルオークラ 

  50 周年記念事業各事業部に分かれ，委員と運用マニュアルの確認 

 ③11 月 19 日（日）13：30 ～ 15：00 福岡国際会議場 5F 504 会議室 

  記念式典執務担当委員との最終打合せ，式典準備 

 ④11 月 19 日（日）15：50 ～ 16：50 福岡国際会議場 5F 国際会議室 

  細胞検査士会創立 50 周年記念式典 

三宅真司副会長兼細胞検査士会創立 50 周年記念事業実行委員長の開式の辞から始まり，伊藤会

長の挨拶．自見はな子参議院議員，宮島喜文参議院議員，福岡県知事代理の大森 徹氏（福岡県保

健医療介護部長），青木大輔先生（日本臨床細胞学会理事長），長村義之先生（国際細胞学会理事

長）のより祝辞をいただいた．また，時間の関係で祝辞をいただけなかった来賓（安井 弥：日本

病理学会副理事長，加来恒尋：第 56 回日本臨床細胞学会秋期大会学術集会長，佐々木 寛：日本

臨床細胞学会前理事長，土屋眞一：日本臨床細胞学会 専門医会前会長）を紹介した．続いて，細

胞検査士会より功労賞の受賞式を開催．大田善孝功労賞表彰選考委員長より受賞者 84 名の名前

が呼び上げられ，受賞者代表（岸川敏治氏：京都府）に伊藤会長より盾が贈呈され，岸川氏より

謝辞を述べていただき，小松京子副会長が閉式の辞を述べて閉会した．会場は約 400 名が収容可

能であったが，満席に近い参加者があり，細胞検査士会創立 50 周年記念式典は，盛会のうちに

終了した． 

2）式典部：細胞検査士会創立 50 周年記念祝賀会 

 ①11 月 17 日（金）11：00 ～ 12：00：福岡サンパレス】 

 司会者（委託）古賀ゆかり氏とアナウンスシナリオの最終打合せ 

②11 月 17 日（金）14：00 ～ 15：00：ホテルオークラ】 

 50 周年記念事業各事業部に分かれ，委員と運用マニュアルの確認 

 ・受付執務担当委員 ・受付マニュアル ・祝賀会執務担当委員 ・祝賀会運用マニュアル 

③11 月 18 日（土） 8：30 分 福岡国際会議場 1F 受付フロアー 

祝賀会参加者受付，功労賞受賞者受付の準備開始．午前 10 時から受付開始．事前申し込み会員コー

ナーと当日参加申込み会員コーナーを設けて対応した．事前申込み会員名簿の作成は，日本臨床細胞

学会事務局に依頼．参加者配布物：参加証（領収書付），ネームホルダー，注意事項用紙 

功労賞受賞者配布物：表彰盾受領確認書 

祝賀会参加証は印刷業者に依頼．デザインは岡山大学病院の藤田勝氏に依頼した．またネームホルダ

ーは，祝賀会入場口で参加者を識別できるように学会が使用するネームホルダーの紐の色とは違う

色を選択．赤色の紐を採用した． 

④11 月 19 日（日） 8：00 集合，8：30～受付開始：福岡国際会議場 1F 受付フロアー 

執務内容は前日（18 日 土曜日）と同じ．当日参加者希望者が予想以上に多く，手持ちの領収書が足

りない事態となった．参加者には事情を説明し，領収書が発行されないことを了承してもらった． 

⑤11 月 19 日（日）16：30 集合 祝賀会 17：00 ～ 19：00：福岡サンパレスパレスルーム 

 記念祝賀会  会費：事前参加申込み：3,000 円/当日参加者：4,000 円 

開会まで会場では，各都道府県から集めた写真（スライドショー）を放映した．小松京子副会長
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の開会の辞で始まり，伊藤会長の主催者代表挨拶．続いて，植田政嗣日本臨床細胞学会専門医会

会長，山岸紀美江日本臨床細胞学会細胞検査士会元副会長に祝辞を戴いた．次に協賛企業 6 社を

紹介した後，鏡開き（来賓 9 名，伊藤会長）を行った．西 国広日本臨床細胞学会細胞検査士会元

副会長の発声で乾杯を行い，会食・歓談となった．アトラクションは，開会前に流したスライド

ショーを再度放映し，次にプロ野球ソフトバンクフォークス公式ダンスチーム”ハニーズ”によ

るダンスが披露された．歓談後，三宅真司副会長兼細胞検査士会創立 50 周年記念事業実行委員

長が閉会の辞を述べて閉会となった．受付では参加者全員にお土産が配られ，また帰路の交通手

段である博多駅行きのマイクロバス，福岡空港行きのタクシーの誘導も行った．祝賀会の参加者

は 400 名を超え，会場に入りきれない程の出席者となり盛会のうちに終了した． 

3）事業部：細胞診と細胞検査士展 

 「ライオン広場」ソラリアターミナルビル 1 階，福岡三越の北側入り口のイベントスペース 

 平成 29 年 11 月 18 日 10：00～16：00 平成 29 年 11 月 19 日 10：00～13：00 

「細胞診」とは？「細胞検査士」とは？また細胞診と最も関わりが深い子宮頸がん検診についてわ

かりやすく解説した大型ポスターを 7 枚準備し，一般市民の方々へ丁寧に説明した．子宮頸がん検

診等で細胞を採取する際，如何に苦痛を伴わず細胞採取が可能であるかを示す実演イベントとして，

一般の方に綿棒で口腔粘膜の擦過をして頂き，自分自身の細胞をモニター付き顕微鏡にて見て頂き，

細胞の説明をした．また，細胞検査士の仕事を体験して頂くために，がん細胞の形態的特徴を簡単

に説明した後，「がん細胞を探せ！」と題して，バーチャルスライドを用いて，がん細胞を探して頂

く参加型イベントも企画した．細胞検査士の知名度向上のために「細胞検査士リーフレット」，「子

宮頸がん検診啓発リーフレット」を「細胞検査士の広告ポケットティッシュ」と共に 2500 部を一

般通行人に配布した．Love FM の協力を仰ぎ，Love FM の放送番組に 2 度，伊藤会長及び三宅

副会長にオンエアーで出演して頂き，細胞検査士会創立 50 周年について，細胞診及び細胞検査士

展について話して頂いた．また，天神の真ん中にある 3 基のワイドスクリーンを使って，細胞検査

士会のビジョン広告を 1 時間に 8 回放映した．加えて，イベントへの動員告知や誘導をより効果

的にするため，福岡全域から周辺県までをカバーする Love FM 放送にて，約 1 週間前より CM 放

送を 10 本流した． 

4）学術部：細胞検査士会創立 50 周年記念市民公開講座 福岡サンパレス，パレスルーム 

  平成 29 年 11 月 19 日（日） 14：00 ～ 16：00 

 ①11 月 17 日（金）14：00 ～ 15：00：ホテルオークラ】 

  50 周年記念事業各事業部に分かれ，委員と運用マニュアルの確認 

 ②11 月 19 日（日）13：00 集合：福岡サンパレスパレスルーム前エントランス 

  執務担当委員との最終打合せ，準備 

 ③11 月 19 日（日）14：00～16：00：福岡サンパレスパレスルーム 

細胞検査士会創立 50 周年記念事業の市民公開講座は，第 56 回日本臨床細胞学会秋期大会と共同

開催で，“もっと良く知ろう 女性特有のがん”をテーマに開催された．執務者はすべて 50 周年

記念事業会の委員で，受付，市民の誘導，計時進行，舞台転換，司会を担当した．加来恒尋細胞学

会秋期大会学術集会長の開会挨拶に後，総合司会は加藤敏子先生（九州大学大学院医学研究院 生

殖病態生理学）と鹿毛政義先生（久留米大学先端癌治療研究センター分子標的部門）が担当し，子

宮頸がんは上坊敏子先生（独立行政法人地域医療機能推進機構 相模野病院婦人科），子宮体がん

は齋藤俊章先生（九州がんセンター婦人科），乳癌は黒木祥司先生（黒木クリニック）が講演．がん

の疫学は香月進先生（福岡県保健環境研究所），乳がん体験談として深野百合子氏（あけぼの福岡 
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代表）が講演した．市民公開講座については，学会側からなかなか情報が入らず，委員の執務内容

等が確認できたのは学会開催の 1～2 週間前にコングレから提案があった．事前に十分な周知がで

きなかったが，トラブル等もなく終了した． 

5）庶務委員会 

 ①50 周年記念事業会委員会名簿作成 ②50 周年記念事業会各委員会委員長へ名簿送付 

 ③50 周年記念事業会委員会委嘱状発送 114 通 ④50 周年記念事業実務委員派遣委嘱状 89 通 

 ⑤趣意書の作成 ⑥趣意書を事業委員に配信 

 ⑦趣意書を都道府県代表者委員会に配信し，企業への配布の協力を依頼 

 ⑧寄付金・広告料請求書が必要な企業へ発送 6 社 

 ⑨寄付金・広告協力企業への御礼状発送 36 通 33 社・団体 

 （寄付金などの振込確認前寄付・広告申し込み時点で発送した） 

 ⑩寄付金・広告協力企業名簿作成 ⑪.記念事業会全体会議出席依頼状を各委員へ発送 51 通 

 ⑫記念事業会全体会議出席者を事業会メーリングリストで配信し，確認 

 ⑬記念式典・記念祝賀会来賓出席者葉書の受理（葉書発送は実行委員長），記録 

 ⑭記念式典・記念祝賀会来賓出席者を実行委員長へ連絡 

6）表彰選考委員会：細胞検査士会 50 周年記念式典における功労賞表彰式 

 平成 29 年 11 月 19 日（日）16：00～17：00 福岡国際会議場国際会議室（第 3 会場） 

 ①細胞検査士会 50 周年記念功労賞受賞者 84 名の紹介 

  受賞者紹介のビデオを放映し，84 名の受賞者の紹介を行った． 

 ②壇上にて受賞者代表に細胞検査士会会長より記念盾が授与された． 

 ③式典終了後に功労賞表彰選考委員会控室に 4 つのブースを設け，式典に出席した受賞者に選考委員

会担当者が表彰盾を授与した． 

 ④急遽欠席となった 3 名の受賞者 3 名に表彰盾を郵送（平成 29 年 11 月 21 日） 

7）平成 30 年度事業計画 

 ①50 周年記念誌の発刊と会計処理 ②最終的な業務報告書の作成 
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【2017 年度（平成 29 年度）会計報告】 
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【2017 年度（平成 29 年度）監査報告】 
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Ⅵ．確認・検討事項 

1．都道府県代表者メーリングリスト構成員について 

 都道府県代表者，都道府県代表者委員会構成員のほか， 

 会長，副会長，各委員長の扱いの確認 

 

2．日本臨床細胞学会における細胞検査士正会員を増やす方策について（あり方委員会） 

1）正会員の権利向上：正会員が学会事業に参加する優先性の確保 

 ①細胞検査士教育セミナーと細胞検査士ワークショップについて 

  受講者，講師，座長，当日の運営スタッフなど 

 ②日本臨床細胞学会総会、秋期大会について 

  プログラム委員，座長，細胞検査士会要望教育シンポジウムなど 

 ③細胞検査士養成所/養成課程における講師 

 ④その他 

 

3．Love49事業の今後の対応（渉外委員会）                               【資料6】p 
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Ⅸ．資料 

 

平成 29 年度細胞検査士会第 2 回役員会議事録 

日時：第 56 回日本臨床細胞学会（秋期大会） 

   2017 年 11 月 17 日（金曜日） 15:00〜16:00 

場所：ホテルオークラ福岡 ３F メイフェア 

【役員出席者】 

出席：【会長】伊藤 仁【副会長２】小松 京子，三宅 真司【幹事】平田 哲士，阿部 仁，仲村 武，原田 

仁稔，河原 明彦，阿部 英二，古田 則行，南部 雅美，小川 勝成，山城 篤，遠藤 浩之，竹中 明美，

今枝 義博，安達 博成，有田 茂実，石井 保吉，及川 洋恵，柿沼 廣邦，加戸 伸明，小山 芳徳，笹井 

伸哉，渋木 康雄，棚田 諭，土田 秀，田路 英作，野崎 正行，畠 榮，服部 学，羽原 利幸，深澤 政勝，

藤井 和晃，松本 慎二，丸川 活司，三浦 弘守，山本 秀巨，横山 俊朗【監事】上野 喜三郎，片岡 秀

夫 

【欠席】片山 博徳，小林 幸弘，廣井 禎之                 

会の成立：役員 47 名中 41 名出席，委任状提出 6 名，仲村庶務委員長が成立を宣言 

議長選出：役員会運営に関する細則第 6 条により，平田総務委員長を選任 

議事録作成：庶務委員会（井上，石堂） 

議事録署名人：伊藤会長，上野監事 

Ⅰ．会長挨拶 

 最初の役員会で事前に議案書配布がされている．1 時間の会議を速やかに進めて頂きたい． 

Ⅱ．議事録確認 

平成 28 年度細胞検査士会第１回役員会議事録，平成 28 年度細胞検査士会総議事録 を確認した．  

議長 平田総務委員長 

これまで議案書の作成に当たって委員長以外からの議案提出はなかった．議案はメーリングリスト

からいつでも提案していただき，会長承認後，役員会議案とする．議案は役員会の議決が必要な事項

で，そのほかの議題は報告，確認，検討事項である． 

Ⅲ．報告事項 

 1．物故会員：仲村庶務委員長が氏名を朗読し，出席者全員で黙祷を捧げた． 

   平田 守男 様（CT0001） 

   比嘉 美香 様（CT8200） 

 2．議案書 Ⅳ 報告事項のように報告があった． 

Ⅳ．議案 

  なし 

Ⅴ．確認・検討事項 

 1．精度保障委員会活動方針について 

  1）教育セミナー セルフアセスメントのスライド貸し出しは中止 

  2）今年度のスライドは情報委員会に提供し，今年中に UP 予定 

  3）標本作成法について役員対象にアンケートを実施予定 

  4）細胞診ワークショップについて来年は 4，5 月に弘前で実施予定 

  5）生涯教育計画中：有資格者対象・100 例鏡見・神戸大学で検討中 

 2．50 周年事業について 

【資料 1】 
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南部国際委員長：一般市民向けの細胞検査士展示会，パネル 7 枚を用い行う．また口腔粘膜を擦過

し，迅速染色して観察するコーナーを設ける．子宮がん検診など「痛い」など侵襲性の少ない検

査である事を知っていただくことを目的とする．細胞検査士ががんを見つけるプロフェッショ

ナルである事を知っていただくためのがんの写真とバーチャルスライドを用意し，一般の方に

も実際に探していただくものを考えている．細胞検査士リーフレット，がん検診委員会リーフレ

ット，細胞検査士会の名前の入ったポケットティッシュを配布予定．日曜日に市民公開講座のパ

ンフレットも配布する． 

古田学術委員長：19 日日曜日に市民公開講座は学会と本会と共同開催で進めてきた．パンフレッ

トにあるように女性特有のがんをテーマに行う．会場が少し離れたサンパレスで開催するので，

参加人数が見込めない可能性がある．お時間のある方は参加願いたい． 

三宅 50 周年記念事業実行委員長：市民公開講座と細胞検査士要望教育シンポジウム の開催時間

が重なっているので，ご配慮願いたい． 

阿部編集委員長：式典，祝賀会について式次第，来賓紹介を行った． 

祝辞：自見はなこ参議院議員，宮島喜文参議院議員，大森徹福岡県保険医療介護部長，青木大輔

日本臨床細胞学会理事長，長村義之国際細胞学会理事長 

来賓紹介：安井弥日本病理学会副理事長，加来恒尋第 56 回日本臨床細胞学会秋期大会学術集会

長，佐々木寛日本臨床細胞学会前理事長，土屋眞一日本臨床細胞学会専門医会前会長 

功労賞表彰：全国 84 名 

祝賀会：福岡サンパレスで開催 

 3．その他 

藤井幹事：議案と確認検討事項は別であり，メールでということですが，議案はメーリングリスト

で全員に送るのか？伊藤会長のみに送るのか？確認検討事項についても議案との違いは議決が

必要か否かですが，その区別はどのように考えたらよいのか？その提案方法，提出期限を具体的

に教えほしい． 

平田総務委員長：各委員会から出る議案が第一．各幹事個人から出る議案に関してメーリングリス

トにて提案してほしい．委員会関係は各委員長が提出．施行細則のように総会で承認が必要な事．

役員会の細則など役員会で承認が必要な事は議案とし，規則で決まっていないそれ以外は確認

検討事項になる． 

＜報告事項に関する発言＞ 

渉外委員会 

仲村庶務委員長：2 ページ５）細胞検査士パンフレットの配布 7 施設に郵送したとはどのような施

設に配布したのか？ 

河原渉外委員長：基本的には大学関係に配布した．50 周年事業に関することが入っており，九州，

中四国，大阪，神奈川の臨床検査技師学科がある大学に配布をした． 

編集委員会 

阿部編集委員長：50 周年事業の特集を組むため 1 月発行に変更する． 

石井幹事：何部発行するのか後ほど教えてほしい． 

学術委員会・国際委員会 

伊藤会長：2018 年 2 月 24，25 日第 1 回第 2 回細胞検査士ワークショップと日・台・韓細胞検

査士合同セミナーの日程が重なっている事をお詫びすると共に主催者として担当委員会は重複しな

いよう配慮してほしい． 
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あり方委員会 

平田総務委員長：内容が精度保証委員会と重複しているところがあるので協力して進めてほしい． 

がん検診員会 

今枝がん検診委員長：細胞検査士展で配布するリーフレットとポスターを完成させた． 

山本幹事：がん検診委員会は名前が変わっただけが事業報告か？ 

今枝がん検診委員会：がん検診に関する啓発活動準備を行った．今後，メンバーの確定と予算を申請

し進めていく． 

50 周年記念事業委員会 

The medical & Test Journal （株式会社じほう出版）という臨床検査の機関誌に，50 周年記念

の特集企画を掲載した．400 部程度を，無料で 19 日の記念式典会場入口で配布予定．皆さんも手

に取って内容を読んでほしい． 

＜確認・検討事項 精度保障委員会活動方針に関する発言＞ 

小松副会長：症例の提供の際，同意を取得していても他施設において「○○病院 ○○○○提供」と表

記されもし報酬を得た場合，問題になる．症例提示の際，1 症例では問題にはならないが複数症例を

提示するとなると倫理委員会の申請が必要になっている．ホームページで出す際には各施設で十分

にご検討願いたい．病理学会が発展途上国用に作成した症例スライドがゲームソフト会社に勝手に

ダウンロードされゲームソフトとして販売し，裁判になった事案があった．勝手にダウンロードでき

ないような工夫を加工することは可能か？ 

小川情報委員長：透かしを入れるなどの検討は情報委員会でも行ったが現時点では難しい． 

平田総務委員長：精度保証はこれまで資格のない方を対象に行ってきたがこれからは有資格者の初心者

に対しても行ってくとのこと．学術委員会と重複するのでは？ 

古田学術委員長：若干，重なるとところがある． 

竹中精度保証委員長：学術的ではなく養成ワークショップで使用した教材ですので広く浅くの意味． 

平田総務委員長：すみわけをしっかり行っていただきたい． 

伊藤会長：無資格者だけで埋まってしまう様ではプラス資格者では大変では？  

竹中精度保証委員長：まずは有資格者を優先し，定員に達しなければとるようにしている．以前，養成

ワークショップで定員割れが発生したときは有資格者の参加を認めた． 

伊藤会長：今年は二次試験受験者が非常に多く 580 人が受験する．そのため朝昼晩と 3 クール 2 日間

行う．受験者が増えたのか去年からの影響か？増加しているのは確かだ．仕事量の兼ね合いから学術

と精度保証を分けて初級コースを作るのはいかがか？ 

竹中精度保証委員長：このようなワークショップをする目的は教材作成に大変な労力を費やしている．

2 回で終了するのではなく，もう少し開催したいとの思いもあり，学術的に行うものではない． 

古田学術委員長：学術委員会は細胞検査士が対象です．問題視していない． 

山本幹事：資格を持っていない人に対象ということは非会員である．検査士会の事業を非会員に対して

行うことになる．公益事業として行うということか？ 

平田総務委員長：公益事業として行なう．子宮の日などと同様． 

山本幹事：費用はどこから捻出するのか？ 

竹中精度保証委員長：参加費を徴収している．赤字ではない． 

伊藤会長：細胞検査士を養成することは我々の責務でもあり，積極的に行うべき． 
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平成 29 年 3 月 
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平成 30 年度事業計画及びこれに伴う予算書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人日本臨床細胞学会 

 細胞検 査士 会会 長  伊 藤  仁 
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1．平成 30 年度（2018 年）細胞検査士会事業計画 

 1）本部 

【目的】会員の細胞学的知識の向上，技術の研鑚ならびに，公益社団法人日本臨床細胞学会事業に協力

し，細胞検査士の社会的地位の確立を図ることにより社会への貢献を図る 

【予定・計画】 

① 各委員会事業の計画，実施，進捗の管理 ② 各委員会事業の結果を会員へ報告  

③ 公益社団法人日本臨床細胞学会の動向を会員へ報告 ④ 総会の開催（1 回/年以上）  

⑤ 役員会の開催（2 回/年以上） ⑥ 委員長会議の開催 （1 回/年以上） 

⑦ 役員選挙，会長副会長選挙実施 ⑧ 日台韓細胞検査士合同セミナー開催（協力） 

【会の公益活動について】 

①『子宮の日』の活動の実施と見直し検討 

【公益社団法人日本臨床細胞学会事業への協力】 

① 各種委員会会務 ②細胞検査士教育セミナー ③ 細胞検査士ワークショップ 

④ 学術集会 ⑤ 細胞検査士資格認定試験 ⑥ 細胞検査士養成事業 

2）総務委員会 

 委員会業務分担要綱に基づき，当会の円滑な運営に努める 

① 事業計画・予算書の作成と管理 

 「2019 年度事業計画及びこれに伴う予算書」案作成と 2019 年 2 月中に役員会決議 

② 事業報告・決算書の作成と管理 

 「2017 年度（平成 29 年度）事業報告及びこれに伴う収支決算書」案作成と 

  第 1 回役員会議案（2018 年 6 月）決議 

③ 総会，役員会，委員長会議の議案書作成と管理 

 定時総会（2018 年 6 月），第 1 回役員会（2018 年 6 月），第 2 回役員会（2018 年 11 月）， 

 委員長会議（2019 年）の議案書作成と配信 

④ 各委員会間の情報伝達と業務調整 

⑤ その他，他の委員会などが所掌せず，役員会が必要と認めた事項 

 3）経理委員会（本会の会計管理を担当） 

① 予算書の作成 ② 各委員会からの会計業務を調整し，学会へ会計の施行を依頼  

③ 収支決算書の作成 ④ 監査を受ける ⑤ 会計に関係する資料を学会へ送付  

⑥ 役員会で予算・決算の報告，説明を行う ⑦ 総会及び会報などにて要約した会計報告を行う 

⑧ 備品台帳の作成・保管 

4）庶務委員会 

① 各役員･委員委嘱状発送 ② 定時総会，役員会（2 回），委員長会議等の開催・運営  

③ 役員会・各種会議の議事録作成・保管 ④ 公印の使用及び管理 ⑤ 資料の保管 ⑥ 慶弔業務 

5）規約委員会 

各委員会からの要望を受け，本法人規則類に準じて細胞検査士会規則類の議案作成を行い， 

役員会，総会の決議によって定められた規則類を管理する． 

6）渉外委員会 

① 子宮の日の活動：2018Love49 全国プロジェクト 

② 平成 29 年度細胞検査士会公益広報活動調査（啓発・社会事業と育成・養成事業） 

③ 子宮の日全国アクション-2018 報告会（日本臨床細胞学会総会；北海道） 
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④ 日本臨床細胞学会総会及び秋期大会（6 月，11 月）におけるパネル展示 

⑤ がん患者大集会の会場協力 

⑥ 細胞検査士会ホームページへの Love49 活動関連ページへの取り組み 

7）編集委員会 

第６3 号、第６4 号の発行 

平成 29 年度の会報は，主に細胞検査士会創立 50 周年記念事業に関する記事を掲載してきた．平

成 30 年度からは従来どおりの会報記事になるが，これらに変わる新しい企画を委員で考えながら，

会員が常に『興味を持つ楽しい内容』，また『学術的に勉強になる内容』を掲載していきたい． 

8）学術委員会 

長期：学術情報の提供の充実と，細胞診用語の適正化 

年度：講師選択には一定の基準を定める 

① 細胞学会時，細胞検査士要望教育シンポジウムの企画 

② 細胞学会時，ヤングコミッティーワークショップの計画と実行及び支援 

③ 細胞学会時，わからん会の企画 

④ 細胞検査士教育セミナー実施協力，企画及びセルフアセスメント作製協力 

⑤ 細胞検査士生涯教育ワークショップ（2 回/年) 

9）国際委員会 

2019 年 2 月に第 10 回日・台・韓細胞検査士合同セミナーを韓国にて開催予定 

予算案はすべて第 10 回日・台・韓細胞検査士合同セミナーの経費 

10）情報委員会 

① ctjsc.com（細胞検査士会 HP）CMS システム保守と運用 

② 細胞検査士会 HP の英語ページの整備 http://www.ctjsc.com/english/eng_top.htm 

③ 委員長 ML 及び役員会 ML へ毎月の更新内容を報告  

④ 委員長会議，役員会会議及び都道府県代表者会議メーリングリストの管理 

⑤ Intercyto.com（インターネットサイトロジーHP）CMS システムの構築 

正式公開に向けての症例収集，運用マニュアルの構築 

11）都道府県代表者委員会 

① 第 1 回細胞検査士会都道府県代表者会議の開催 

② 第 1 回細胞検査士会都道府県代表者委員会 

③ 第 2 回細胞検査士会都道府県代表者会議の開催 

④ 第 2 回細胞検査士会都道府県代表者委員会 

12）あり方委員会 

① 平成 30 年度あり方委員会会議 

② 日本臨床細胞学会における細胞検査士正会員を増やす方策の検討 

③ 細胞検査士のモチベーション上昇に向けての実効策を検討 

 ・細胞検査士資格更新時の負担軽減策 

 ・陰性検体における細胞検査士サインアウトの明文化 

 ・細胞検査士の地位向上について 

④ 子宮頸がん検診における sample taker 導入に向けての対策を検討 

13）精度保証委員会 

①地域支援「初心者細胞検査士養成ワークショップ」（弘前を予定） 
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収入の部

科目

参加費

入会金、年会費口座より

郵送費、集金事務費

記念誌販売収益

記念事業準備金口座より

収入合計

支出の部
　　　　　　委員会
科目 　本部 総務 情報 経理 　庶務 編集 渉外

都道府県
代表

規約 国際 あり方  精度保証 　学術
 50周年記

念事業

通信運搬費 140,000   40,000    437,400 5,000    60,000 1,280,000  200,000 -         5,000     20,000   40,560     10,280   1,700,000 3,938,240   

旅費交通費 590,000   140,000  -         120,000 -        -            30,000   -         50,000  20,000   130,000 1,220,000  200,000  520,000   3,020,000   

印刷製本費 80,000     -          -         -         2,000   1,600,000  520,000 -         -         100,000  -         1,100,000  -          6,237,000 9,639,000   

消耗品費 60,000     20,000    -         5,000    -        30,000     10,000   -         -         5,000     10,000   8,000       190,000  -           338,000     

消耗什器備品費 -           -          - -         -        100,000    -         -         -         -          -         -            -          -           100,000     

臨時雇賃金 100,000   -          -         -         -        -            -         -         -         -          -         180,000    60,000   -           340,000     

会議費 300,000   44,000    -         30,000   -        -            40,000   104,000 10,000  20,000   20,000   230,000    44,000   128,000   970,000     

会場費 300,000   -          -         -         -        -            -         -         -         -          -         -            30,000   -           330,000     

委託費 -           -          -         -         -        -            -         -         -         -          -         -            -          -           -             

接待交際費 50,000     -          -         -         10,000 -            -         -         -         -          -         -            -          -           60,000       

諸謝金 -           -          -         -         -        -            -         -         -         20,000   -         520,000    360,000  -           900,000     

雑費 320,000   -          5,000    2,000    -        30,000     -         1,500    1,000    10,000   -         140,000    40,000   50,000     599,500     

合計 1,940,000 244,000  442,400 162,000 72,000 3,040,000  800,000 105,500 61,000  180,000  180,000 3,438,560  934,280  8,635,000 20,234,740  

支出合計

検査士更新（2,068人、5,000円）
第51回CT合格者(300人、7,000円）

細胞検査士養成ワークショップ（10,000円×160人）、
初心者細胞検査士養成ワークショップ（4,000円×40
人）、有資格者ワークショップ（5,000円×60名）。ワー
クショップ　60人×8,000円×2回（参加者9割で計上）

備考

　　　　　以上の通り、平成30年度（平成30年4月1日～平成31年3月31日）の細胞検査士会予算案を計上します。

合計

管　　　理　　　費

1,000円×1,500冊

メディックプランニングオフィス社(賠償保険）

7,135,000             

成30年2月4日      　細胞検査士会 会計担当       阿部　 仁

同　    　　　  会長　　　伊藤　 仁

20,234,740            

1,500,000             

20,234,740              

事業費

8,225,740             

150,000                

金額

3,224,000             

②「有資格者症例検鏡研修」（神戸を予定） 

③ 細胞検査士教育セミナーのセルフアセスメント実施（学術委員会・精度保証委員会連携事業） 

解答・説明をホームページへアップ 

④「細胞検査士養成ワークショップ」実施（東京・大阪） 

⑤ 標本作製アンケートのまとめ 

14）がん検診委員会 

① 第 59 回日本臨床細胞学会総会でパネル展示（啓発・調査） 

② 第 57 回日本臨床細胞学会秋期大会でパネル展示を行う 

③ 他関連団体で啓発活動を実施する 

15）50 周年記念事業準備委員会 

① 50 周年記念誌の発刊と会計処理 ②最終的な業務報告書の作成 

2．平成 30 年度（2018 年）細胞検査士会予算 

1）50 周年記念事業を含む 
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収入の部

科目

参加費

入会金、年会費

郵送費、集金事務費

　　収入合計

支出の部
　　　　　　委員会

科目 　本部 総務 情報 経理 　庶務 編集 渉外
都道府県

代表
規約 国際 あり方  精度保証 　学術

通信運搬費 140,000    40,000    437,400  5,000    60,000  1,280,000  200,000  -        5,000      20,000    40,560      10,280    2,238,240    

旅費交通費 590,000    140,000  -          120,000 -        -            30,000   -          50,000  20,000    130,000   1,220,000  200,000   2,500,000    

印刷製本費 80,000      -          -          -         2,000   1,600,000  520,000  -          -        100,000   -           1,100,000  -           3,402,000    

消耗品費 60,000      20,000    -          5,000    -        30,000     10,000   -          -        5,000      10,000    8,000       190,000   338,000      

消耗什器備品費 -            -          - -         -        100,000    -          -          -        -           -           -            -           100,000      

臨時雇賃金 100,000    -          -          -         -        -            -          -          -        -           -           180,000    60,000    340,000      

会議費 300,000    44,000    -          30,000   -        -            40,000   104,000  10,000  20,000    20,000    230,000    44,000    842,000      

会場費 300,000    -          -          -         -        -            -          -          -        -           -           -            30,000    330,000      

委託費 -            -          -          -         -        -            -          -          -        -           -           -            -           -              

接待交際費 50,000      -          -          -         10,000  -            -          -          -        -           -           -            -           60,000        

諸謝金 -            -          -          -         -        -            -          -          -        20,000    -           520,000    360,000   900,000      

雑費 320,000    -          5,000     2,000    -        30,000     -          1,500     1,000   10,000    -           140,000    40,000    549,500      

合計 1,940,000  244,000  442,400  162,000 72,000  3,040,000  800,000  105,500  61,000  180,000   180,000   3,438,560  934,280   11,599,740   

支出合計

細胞検査士養成ワークショップ（10,000円×160人）、初心

者細胞検査士養成ワークショップ（4,000円×40人）、有資

格者ワークショップ（5,000円×60名）。ワークショップ　60人

×8,000円×2回（参加者9割で計上）

備考

　　　　　以上の通り、平成30年度（平成30年4月1日～平成31年3月31日）の細胞検査士会予算案を計上します。

合計

11,599,740               

平成30年2月4日      　細胞検査士会 会計担当       阿部　 仁

同　    　　　  会長　　　伊藤　 仁

150,000                   

11,599,740               

管　　　理　　　費 事業費

金額

3,224,000                 

8,225,740                 

メディックプランニングオフィス社(賠償保険）

検査士更新（2,068人、5,000円）

第51回CT合格者(300人、7,000円）

2）50 周年記念事業を除く 
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収入の部
科目 金額

記念誌販売収益 1,500,000        

記念事業準備金口座より 7,135,000        

　　収入合計 8,635,000        

支出の部
　　　　　　委員会
科目

表彰選考委員会 実行委員会 会計 学術 事業 式典部 編集 合計

通信運搬費 -                  20,000        20,000        -              -              -              1,660,000    1,700,000    

旅費交通費 -                  300,000      120,000      -              -              -              100,000      520,000      

印刷製本費 -                  -              -              -              -              -              6,237,000    6,237,000    

消耗品費 -                  -              -              -              -              -              -              -              

消耗什器備品費 -                  -              - -              -              -              -              -              

臨時雇賃金 -                  -              -              -              -              -              -              -              

会議費 -                  60,000        20,000        -              -              -              48,000        128,000      

会場費 -                  -              -              -              -              -              -              -              

委託費 -                  -              -              -              -              -              -              -              

接待交際費 -                  -              -              -              -              -              -              -              

諸謝金 -                  -              -              -              -              -              -              -              

雑費 -                  -              -              -              -              -              50,000        50,000        

市民公開講座 -                  -              -              -              -              -              -              -              

合計 -                  380,000      160,000      -              -              -              8,095,000    8,635,000    

支出合計

　　　　　以上の通り、細胞検査士会50周年記念事業予算 平成30年度（案）を計上します。

備考

1,000円×1,500冊

50周年記念事業会      　会長　　伊藤　仁

管理費 事業費

8,635,000                          

平成30年2月4日　　50周年記念事業会　会計部長　　阿部　仁

 

3）50 周年記念事業のみ 
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平成 30 年 4 月吉日 

会員各位 

細胞検査士会創立 50 周年記念事業会 会長 伊藤 仁 

細胞検査士会創立 50 周年記念事業 実行委員長 三宅 真司 

 

細胞検査士会創立 50 周年記念誌（製本版）お申込みのご案内 

 

標記の件につきましてご案内申し上げます。 

皆様のご協力のもとお陰様をもちまして、昨年 11 月に開催されました細胞検査士会創立 50 周年記

念事業も無事終了し、現在編集部におきまして「細胞検査士会創立 50 周年記念誌」の発刊に向け、鋭

意準備を進めているところです。 

DVD 版の記念誌（無料）は申し込みの必要がなく，皆様のお手元に届くのは 7 月下旬から 8 月上旬

を予定しております。しかし、製本版の記念誌（有料、布張りハードカバー製本）は発行部数に限りが

あるため、事前のお申込み受付を開始させていただきます。なお、原則として増刷は行わない予定でお

りますので、なくなり次第お申込み受付を終了とさせていただきます。是非とも、早めのお申込みをお

願いいたします。 

 

<お申込み方法> 

① 直接印刷会社（株式会社 三和）宛に郵便番号、住所、所属、氏名、CT（JSC)番号、冊数を明記の

上、メールにてお申込みください。なお、件名には「記念誌申し込み」と入力してください。 

お申し込み専用メールアドレス：Kinen50@abelia.ocn.ne.jp 

② 印刷会社より受付完了のメールをお送りします。 

③ 下記口座に 7 月 20 日までに代金をお振込みください。 

（1 冊 1,000 円、振込み手数料は申込者負担でお願いいたします） 

   

■ゆうちょ銀行同士の送金 

振替口座番号：00170-7-588054 

口座名称：細胞検査士会（サイボウケンサシカイ） 

 

■他行からの振込 

銀行名：ゆうちょ銀行 

支店名：０１９店（ゼロイチキュウ） 

口座種別：当座 

口座番号：0588054 

口座名称：細胞検査士会（サイボウケンサシカイ） 

 

＊通信欄には必ず氏名、CT（JSC）番号とともに 

【資料 3】 

mailto:Kinen50@abelia.ocn.ne.jp


公益社団法人 日本臨床細胞学会 細胞検査士会           38 

 

「細胞検査士会 50 周年記念誌代 ○冊」と記載をお願いいたします。 

 

④ 入金確認後、印刷会社よりヤマト運輸にてご指定の住所に記念誌をお送りいたします。 

発送時期は 7 月下旬から 8 月上旬を予定しています。 

 

記念誌のご紹介 

第 1 章 細胞検査士会創立 50 周年を記念して 

第 2 章 目で見る 50 年の歩み 

第 3 章 文で綴る 50 年の歩み 

第４章 細胞検査士会 50 年の歴史と将来の課題 

第 5 章 私と細胞検査士の出会い 

第 6 章 各都道府県 50 年の歩み 

第 7 章 教育活動の歴史  

第 8 章 関連企業 50 年の歩み 

第 9 章 世界で活躍する細胞検査士 

第 10 章 創立 50 周年記念式典 

第 11 章 資料集 

＊30 周年記念誌をベースとして、その後の 20 年間の細胞検査士会の歩みを多くの写真を盛り込みな

がら掲載しています。原著論文などの調査資料も含まれた思い出に残る記念の 1 冊です。 

 

 

 

お問合せは下記までお願いいたします。 

編集部 深澤政勝  

メールアドレス：ja4998429@yahoo.co.jp 

 

 

  

mailto:ja4998429@yahoo.co.jp
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平成 30 年 4 月 23 日 

細胞検査士会都道府県代表者の皆様 

渉外委員会委員長 河原明彦 

細胞検査士会会長 伊藤 仁 

 

細胞検査士会都道府県代表者の皆様へアンケートのお願い 

 

 日頃より細胞検査士会渉外委員会の活動にご理解・ご協力いただき、ありがとうございます。この度、

「LOVE49 活動」をともに行ってきた「市民の会」が財政的に厳しくなっているとのことで、細胞検

査士会が予算をとり、市民の会に代わってニュースレターの作製（約 300 万円）の一部負担が可能か

どうかの打診がきており、当会として早急に検討する必要があります。 

 つきましては、ご多忙中恐れ入りますが、「別紙アンケート」にお答え頂き率直なご意見をお聞かせく

ださいますようお願い申し上げます。 

 

細胞検査士による社会的活動「LOVE49 活動」－これまでと現状 

「市民の会」が 2009 年に 4 月 9 日（子宮の日）が「子宮頸がんを予防する日」記念日に認定された

ことを契機に、「市民の会」が「子宮頸がんを予防する日（Love49 プロジェクト）」を企画し、細胞検

査士会は「子宮頸がん検診啓発の社会活動」として街頭活動を担当することで、「市民の会」と連携して

社会的活動を継続して現在に至っています。 

「市民の会」の具体的な働き 

• ニュースレターの作成・啓発グッズの提供・厚生労働省「後援」の名義使用など 

「細胞検査士会」の具体的な働き 

• 全国 47 都道府県での活動・細胞検査士会ポケットティッシュ。日本臨床細胞学会キティちゃん

カードの作製 

 

今後の対応策として、 

1. 細胞検査士会と「市民の会」の共同で活動を継続する案。 

その為には、ニュースレター作製資金 300 万の一部負担を細胞検査士会で捻出する必要がある。 

２。細胞検査士会と「市民の会」の共同で活動を継続するが、活動の規模を縮小する案。 

  ニュースレターやグッズを縮小。ただしこの場合も費用捻出は細胞検査士会である。 

３。細胞検査士会独自で LOVE49 活動を継続する案。 

日本臨床細胞学会学会（理事会）では、すでに 200 万円以上の助成金（地域支援金）を都道府県

に出していますので、日本臨床細胞学会からの資金援助は困難です。独自の idea で独自の予算で

行うことを検討することは可能です。 

４。LOVE49 活動を停止する。 

このご意見のかたは、良い社会活動の idea がいただければ幸いです。 

※ 別紙アンケートへのご意見・ご回答を宜しくお願い致します。 

 

  

【資料 4】 
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各設問に関する理由やその他の意見（抜粋） 

設問 1 

 若年層を中心に子宮頸がんが増加している中で検診を推進するのは必要だと思う．活動を通して，

参加している細胞検査士の連帯感にも繋がる． 

 地域の人達に子宮頸がん検診の情報を知っていただく機会，公的に配布されているクーポンへの関

心を持っていただくためにも必要だ． 

 子宮頸がん検診への意識、HPV の知識はある程度浸透してきているが、まだ足りないと思うので、

やったほうがいい． 

 細胞検査士という職種や仕事内容に対し、世間の認知度を上げる機会としては良い． 

 １０年間おこなっており、新聞やテレビでも報道され、LOVE49 は徐々に浸透してきている．若

者にも徐々に広がっており、継続はしたほうが良い． 

 ある程度の年数行っているので縮小・終了でも良いのかもしれません． 

 

設問 2 

 子宮頸部がんについてわかりやすく解説しているので一般の方にも理解しやすい． 

 市民の方々へ子宮頸がん検診を勧める上で、口頭よりもニュースレターがあると、関心度および理

解度が早い． 

 ニュースレターがないと、市民県民に分かりやすく説明する媒体がない． 

 できるだけ、低コストのものを考えてはどうか？ 

 市民の会が提供するものにこだわりませんが，そのようなものに相当する配布物があった方が良い． 

 あるとよいと思いますが、現状の形にとらわれる必要はない． 

 

設問 3 

 啓発グッズの効果は絶大。とても興味を示してもらえる． 

 啓発グッズ（試供品）は評判がよく続けてもらいたい． 

 グッズがあると、受け取ってもらいやすいのは経験上間違いない． 

 試供品があると、受け取ってくれる方が多くなり、助かるが、LOVE49 に関係の無い品なら不要． 

 グッズだけ取って、かえってニュースレター等みていないのではないか． 

 なくてもよい． 

 

設問 4 

 厚生労働省の後援があると，自治体の承認がスムーズに得られる． 

 配布場所での道路使用許可や，関連機関への協力の要請のし易さからいっても必要． 

 国の後援なので一般の方にとってイベントに信頼度がある． 

 よく分からない団体より、厚生省という名義があると、一般市民には安心感があるから． 

 行政機関との連携は強い後押しになる． 

 私的に必要でない． 

 

設問 5 

 細胞検査士会の認知度を一般の方々に広めるためになる． 

 ポケットティッシュにこだわらないが，検査士のアピールとしてあった方が良い． 
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 細胞検査士の認知度向上につながり、ティッシュを使用するたびに認知してもらえるのでよいグッ

ズだと思うから． 

 他に試供品などあればいらないが、ないならポケットティッシュ程度は欲しい． 

 あると少しだけお得感があるが、グッズがあれば、ティッシュはなくてもいい． 

 

設問 6 

 予算がなければ仕方ない．ニュースレターの内容を少し減らすのはやむなし． 

 現在 1,000 部配布しています。その数はほしい。しかし、ニュースレターの印刷費の節減するた

めページ数を減らすことは仕方がない． 

 今のままで経費が掛かりすぎるのであれば、データのみ作成し、印刷を各検査士会で行ってはどう

か？ 

 ニュースレターにあまりたくさんの内容を書いても伝わりにくいので A4 サイズのビラ 1 枚にし、

配布数を変わらないようにすればどうか？ 

 配布する対象を絞るなどして，配布数を減らすことは検討の余地があるかもしれない． 

 費用対効果でこの活動がどの程度検診の受診率の向上に貢献しているのかわからない． 

 

設問 7 

 細胞学会からの補助金があるわけなので，それが１万円減ると考えれば可能． 

 技師会や細胞検査士会からも LOVE49 イベントの活動資金を出しているのでそれを一部まわすこ

とは可能． 

 市民の会へ出すのか当県のイベント代に出すのかの違いだけだが、当県では補助金と上記活動資金

だけでは足らないため皆で手分けをしてスポンサー集めも行っている． 

 ニュースレターなどしっかりした啓発資材は必要だと思うのでそれの費用の援助は可能． 

 配布物の有料化も考えてみては？ 

 現在、細胞検査士会で会費はなく財源が無い。臨床検査技師会を巻き込めば可能かもしれない． 

 可能とは思うが、検査士会のお金でということになるので、理事会、総会などで皆の了承が必要． 

 1 万円程度なら可能であるが、それを超えて高額になるようであれば検査士会（細胞学会）が独立

して行うことも検討が必要． 

 都道府県が一律に１万程度というのも、各会員数を考慮すると不公平感が生まれ、実現には無理が

ある． 

 １万円であれば不可能な金額ではないが，約 50 万円の資金援助で「市民の会」の財政難が解決で

きるとは思えない． 

 県の細胞検査士会として会費を徴収していないので難しい． 

 

設問 8 

 細胞検査士会としては何を目指して活動するかを考えていくことも大事だ． 

 細胞検査士会の Love49 活動も今年度で 10 年になりますそれぞれの地域でどのように活動して

いくかをそれぞれの地域で考えていく時期かもしれない． 

 「市民の会」との共同により大丸松坂屋等の協力も得られ、検査士会の効果的な活動に繋がってい

ることを実感している． 

 規模の縮小の問題もあるが、可能であれば今後も市民の会との共同で企画を進めてほしい． 
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 日本臨床細胞学会は「公益法人」であり、公益性の高い活動は積極的に実施し、資金援助すべき． 

 Love49 活動に関して、日本臨床細胞学会細胞検査士会から予算を捻出することは難しいのでしょ

うか？ 

 メディアや団体を巻き込んで活動すれば効果は大きくなる。 

 より大々的に活動を広めるなら、他とコラボし、種々の方法を駆使し、より発信力を高めるべき． 

 地域の状況に応じて、無理なく始めて徐々に内容を充実させていくのが良い． 

 ニュースレターの作成に費用がかかるのであれば、何らかの媒体に「QR」コードを付け、アクセス

することでニュースレターの内容を閲覧することができるとかを試みる． 

 委員会において Love49 の活動をしてくれということなので実施している。委員会に一任致する． 

 細胞学会の協力がもう少しあれば良いと思う．専門医と協力した活動も必要． 

 総合的に費用対効果で考えると、効果が少ないような気もする。かといってせっかくここまでやっ

てきたのにやめてしまうのももったいない． 

 学会からの費用に頼らずに実行委員会形式でやっているところは、これまで通り活動していただい

て、そうでないところは、都道府県を 2 グループに分けて各年でやれば、費用は半分に抑えられる

のでは？ 

 LOVE49 活動はある程度行っているので、社会的意義は果たしたような気もする． 

 

 

 

 


